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年頭のごあいさつ

正

ト作りに遁進して参りました。

なおこのほか、商法改正問題 (大小会社区分立

法)がありますが、法務省の基本的な考え方も徐

々に煮詰 ってきているようなので、東法連におい

てもこの問題に対応すべく、税制委員会の中に小

委員会を設け機動的な対応 -処理を致すこ ととし

ています。

このような状況にありますので、本年も会員の

皆様のご期待にお応えすべく役員一向、 会活動の

一層の活発化と団結の強化により、さ らに活力の

ある法人会を目指し鋭意努力を重ねて参ります。

終りにのぞみ、会員の皆様方のご健勝ご繁栄と

署の皆様のご活躍を祈念いたしますとともに、当

会の今後の運営につきまして格別のご指導 ・ご鞭

躍を賜りますようお願い 申し上げます。

由
Il!"、橋社団法人町田法人会会長

謹んで新年のご挨拶を申 し上げます。

平素法人会の運営につきましでは、格段のご尽

力をT頁き誠にありがとうございます。また、町田

税務署の皆様には深いご理解のもとに絶大なご支

援を賜り心より厚く御礼申し上げます。

さて、昨年の法人会の事業をふりかえって見ま

すと、 研修委員会、源泉 ・青年 ・婦人各支部会の

活発な活動により 、意義ある公開講演会、地区別

研修会部会研修会等が、ご当局の支援のもとに実

施されました。特に、組織拡大強化のための「会

員増強運動」につきましでは、会員増強特別委員

会を主体に努力致しました結果、東法連四十六法

人会中の上位にランクされ、高い加入率を維持し、

現在会員数二千六百社を越え ております。さらに、

広報、厚生などの事業も充実され、会員のメリ ッ

新春を迎え謹しんでご祝辞を中しあげます
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新年のごあいさつ

新年明けましておめでとうございます。

社団法人町田法人会の皆様方には、ご家族おそ

ろいでよい年を迎えられたこととお慶び申し上げ

ます。

おかげさまで昨年中は、署務運営も円滑に推移

し、無事に新年を迎えることができました。これ

も、ひとえに三橋会長さんをはじめ、役員並びに

会員の皆様方の税務行政に対する深いご理解と多

大なご協力の賜であり 、紙上をお借りして厚く御

礼申し上げます。

昨年を振り返ってみますと 、町田法人会におか

れましては、 三橋会長さんが永年のご功績により

名誉ある国税庁長官表彰を受彰され、町団法人会

の伝統に輝かしい一ページを加えられたことは、

私共にとりましでも誠に誇らしいことであり、ご

同慶にたえません。

また、会活動の面でも、会員に好評で定着化し

た簿記講座や地域別税務経営研究会、各種講演会

の開催等、活発な会活動が行なわれました。なか

でも、 NHKニュースキャスター勝部領樹氏の経

済講演会は、予想を上回る参加者の出席が得られ

る等、その活躍は、まことに目ざましいものがあ

りました。これらの各会活動が会員増強運動と合

わせて、相乗効果を発揮し、 JlIJ団法人会の知名度

をますます高め、充実した法人会につながって行

くものと思われます。今年もはつらつとした活気

国丁目税務署長早川 博治

のある会活動により 、更に会勢の拡大と半島哉の充

実が実現されるものと期待しております。

私共は社団法人nl]団法人会の一層の発展を願い

できる限りの協力をさせていただく所存でござい

ます。

ところで、昨今の我が国の経済は、ご承知のと

おり、 9月の五ヶ国蔵相会議をきっかけとした急

激な円高の影響により景気の上昇テンポは鈍って

きており、前途は予断を許さない状況となってき

ました。一方、我が国の財政は財政再建という最

も重要かっ緊急な国民的課題があり、税制改革論

議をはじめとして国民の税に対する関心は非常に

高まっております。このような時にあって私共税

務に携わる者としましでは、適正公平な税務行政

をより的確に行うことが、信頼される税務署、頼

もしい税務署へとつながって行くものと確信して

おります。年が改まると共により一層、 適正公平

な課税の実現を目指し、決意を新たに精進してま

いる所存でございます。

どうか皆様方におかれましでも、申告納税制度

というのは、市民社会の基本的なルールであると

いう理解を深められ、一層のご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。

終わりになりましたが、町田法人会のますます

のご発展と会員の皆機方の事業のご繁栄、ご健勝

を祈念いたしまして、年頭のご挨拶といたします。

新年おめでとうございます

副署長河内秀雄 総務課長 中 杉 長 平

法人税第一部門 法人税

統括 宮野坂哲也 指導官会津隆行
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新年のごあいさつ

東京税理士会町田支部長早川 昇

あけましておめでとうございます。

社団法人町田法人会の皆様に心から新年のお慶

びを申し上げます。

私は昭和60年 6月、飯田義忠前支部長の後を受

けまして、支部長に就任致しま Lた。前任者同様

の御配躍をお願い致します。飯田前支部長の方針

を継承し 、町田法人会と税理士会町田支部との友

好関係を発展させて行きたいと願っております。

61年は企業を取り巻く環境は、とりわけ厳しい

ものとなって来ました。

経済は、 60年夏頃から不況へと転換し、円高は

それに拍車をかけております。12月中に発表され

た、日銀の「企業短観」、東京商法会議所の調査、

経済企画庁の「国民所得統計速報」などがこれを

裏づけております。アメリカ経済も 9月22日の 5

ヶ国蔵相会議が示めすように、景気の力は失なわ

れ、矛盾がふき出して来ております。急激な円高

は、輸出をストップさせ、韓国、台湾、香港など

に対して競争力を失なわせ、下請は単価の切下げ

などにより設営はますます困難とな っています。こ

れらは、個人消費、設備投資のかげりをさらに拡

大し、深化 させることとなり、中小企業にと って、

61年はかつてない苦しい年となることが予想され

ています。

商法の中小会社区分立法は、 61年4月に法務省

試案が発表される段取となっています。 自民党に

も正式に「商法に関する小委員会」が設置され、

本格的な検討がはじまります。法務省の法制審議

会には、中小企業庁、大蔵省、自治省の代表もオ

ブザーパーとして出席し、この法案の各省庁の行

政にあたえる影響について検討を行っています。

中小会社区分立法は、法人会の会員の95%以上の

株式会社、有限会社に対して深刻な影響をあたえ

るものと思われます。例 えばその中の一つである

最低資本金をとって見れば、法務省の現在の検討

- 4 

資料は「最低資本金は少なくとも新設会社につい

ては株式会社2000万円程度、有限会社については

500万円程度とする。 既存の会社については相当

期間 (3-10年)猶予期間を設ける等の経過措置

を設ける。」となっております。許認可会社(例

えば建設業など)にとっては早速焦眉の急の問題

となるでしょう 。

税制については、赤字法人に対する課税の問題

があります。赤字法人は全体で54.8%、資本金500

万円未満の中小企業では60.5%とな ってい ます。

赤字法人に対する諜税は政府税調において引つづ

き検討することとなっておりますが、今回の自民

党税調では繰越欠損金の一部停止という臨時の措

置から、赤字法人に対する課税が制度化するとな

れば、今迄の法人税課税理論の見直しとなり、そ

の影響に対しでも目のはなせない問題となること

が予想されます。

最近の情勢を踏まえたうえで、法人会におかれ

ましでも、新たな企画がなされると思いますが、

会員増強運動に対する御支援をはじめとして、研

修会などに対する講師派遣などを含めて、従来通

り積極的な御協力をいたしたいと存じております。

おEいの立場を尊重し、相協力 しながらあゅんで

行きたいと願っております。

新しい年が、法人会の皆様方にとりまして、ま

すます発展の年となりますよう、心からお祈り申

し上げて年頭のご挨拶といたします。

謹しんで新春のご挨拶を中し上げます
東 京 税 理 士 会 町 田 支 部

支部長早川 昇 副支部長安部泰弘

副支部長 浜田 建次 副支部長 武井 克己

副支部長 福本 四郎 外幹事一同

顧 問飯田 義忠 相談役土方周利

東京税理士会

E里 事山内 錬哉



総騨 審議長勝戦23i
所得税・贈与税の申告と

納税は 3月15日(土)まで

@確定申告はお早めに

確定申告書の提出と納税は、 2月16日(日)から 3

月15日仕)までです。

3月10日以降は大変混雑しますので、お早めに

相談、提出をお願いします。

なお、申告書の提出は郵送でも結構です。この、， 場合、申告書の控が必要な方は、返信用封筒と

切手を同封してください。

提出期限の 3月15日は土曜日ですので、相談は

午前 9時から正午までです。

〈申告が必要な方〉

所得税

@事業・不動産・利子・配当・雑所得などがある

方。

60年中の各種所得金額(建築関滞工事等に従事

する方で、給料等から所得税の源泉徴収をされ

ていない方の所得も含まれます)の合計額から

基礎控除、その他の所得控除の額を差しヲlき、

その金額を基にして算出した税額が配当控除の

客員よりも多い方。

@給与所得がある方、v ①給与の収入金額が1;5∞万円を超える方、②

給与を 2ヶ所以上から受けている方、@給与を

1ヶ所から受けている方で、給与所得以外の所

得の合計額が20万円を超える方(一般に給与所

得者は、年末調整により精算されていますので、

申告する必要はありません。)

@同族会社の役員等

同族会社の役員等で、その同族会社から給与等

のほかに、貸付けの利子、又は不動産等の賃貸

料などの支払を受けている人。

@譲渡所得がある方

60年中に土地や建物を売った方(ご自分の住ま

いを譲渡した場合 3，0∞万円までの特別控除か、

買換えの特例が受けられますが、いずれも申告

が必要です。)

〈こんな場合、税金が戻ります〉

サラリーマンで60年中に次のようなことがあっ

た方は、確定申告(還付申告)をしますと、次

のような税額控除等が受けられ、源泉徴収され

た所得税が還付される場合があります。還付申

告は 2月15日以前でも受け付けています。早く

還付を受けたい方は、できるだけお早目に提出

して下さい。

なお、還付申告書を提出する方は、申告書の所

定の場所に源泉徴収票、諸控除関係の証拠書類

等を添付して下さい。また、提出の際には健康

保険証、運転免許証などを提示して下さい。

@住宅を新築したり、購入したりしたとき

民間の金融機関等(住宅金融公庫・共済組合・

勤務先会社等は含まれません)のローンを使っ

て、一定の要件に当てはまる住宅を取得し、そ

の取得の日から 6ヶ月以内に入居し、その後引

き続き居住している場合は、 3年間、毎年最高

15万円の税額控除が受けられます。

なお、合計所得金額が 800万円を超える方や、

居住用財産を譲渡し 3，000万円までの特別控除

か、買換えの持例を受けた方は、この控除を受

けられません。

@多額な医療費を支払ったとき

あなたゃあなたと生計をーにする配偶者その他

の親族のために、年中に医療費を支払った場合

は、次の算式によって計算した金額を医療費控

除として所得から差し引くことができます。

(叩に支払った保険金などで¥
ー

医療費の総額 補てんされる金額/

{ 57ifIl(所得の合計額約師円まで¥5万円{ ) 
¥の方は所得の合計額の 5%ノ
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=医療費控除額(最高200万円)

@年の中途で退職、し、その後就職しなかったとき

や、 60年の所得が少なく、原稿料や配当の所得

のあったとき。

還付金の受け取りは口座振り込みをご利用下さ

Lミ。

還付金は金額の多少にかかわらず、銀行等の預

金口座に振り込みができます。ご希望の方は申

告書下部欄に銀行、信用金庫、農協の名称(支

唐名まで)、預金の種類、口座番号を正確に記

入して下さい。ただし、預金口座は申告書に記

載した住所、氏名と同じ住所、氏名のものに限

ります。

@還付金の受取りは口座振込をご利用下さい。

還付金は金額の多少にかかわらず、銀行等の預

金口座に振込みができます。ご希望の方は申告

書下部欄に銀行、信用金庫、農協の名称(支唐

名まで)、預金の種類、口座番号を正確に記入

して下さい。

ただし、預金口座は申告書に記載した住所、氏

名と同ピ住所、氏名のものに限ります。

@三税(所得税、事業税、市・都民税)の共同説

明会

三税の共同説明会を下表の日程で行います。

日 程

時 間 d五h 場
対象|
地区

9 : 30 
町田

2月5日 ~12 : 00 
市役所 ト一一一一ーー

(水) 1 : 30 
持別会議室 忠生

~ 4 : 00 
( 2 F) 

2月6日 9 : 30 
南

(木) ~ 12: 00 

2月6日 1 : 30 町田市役所
鶴川

(木) ~ 4 : 00 特別会議室(2 F) 

2月7日 1 : 30 小山センター
堺

(金) ~ 4 : 00 二階ホール

〈忘れずに納税できる振替納税が便利です〉

手続きは金融機関の窓口でもできます

電話料金や電気料金の自動振込と同ビように、

あなたの税金を、指定の預金口座から自動的に

6 

振替えて納税する便利な制度です。税務署また

は預金先の金融機関(農協も含む)へ預金口座

にご使用の印鑑をお持ち下さい。その場で簡単

に手続きができます。なお、確定申告分(第 3

期分)からご利用なさる方は、 3月日日までに

税務署へお申込み下さい。

〈所得税の納税〉

納期限は 3月15日(土)です。

お近くの銀行・郵便局へお納め下さい。

振替納税を利用されている方は、 4月上旬に指

定の預金口座から振替えますので、ご準備下さ

L 、O
〈改正点のあらまし〉

。収支内訳書の添付

その年において、不動産所得、事業所得、また‘'

は山林所得を有して確定申告を提出する場合(

白色申告者)には、これらの所得に係る収支内

訳書を添付しなければいけません。(昭和田年

分より)

。控除対象配偶者等が同居特別障害者に該当する

場合の特別控除額の引上げ。

控除対象配偶者や扶養親族が同居特別障害者に

該当する場合には、同居特別障害者の特別控除

額が7万円引き上げられて14万円とされました。

(昭和60年分より)

@マル優の手続きには身分を証明できる書類の提

方t

少額貯蓄の利子、少額国債の利子、郵便貯金の

利子等で、 「非課税貯蓄申告書」を提出する時、

生年月日の記入が必要、さらに提出時に住民票，

の写しなど、身分を証明できる書類を示し、住

所・氏名・生年月日の確認を受けなければなり

ません。(昭和61年 1月1日以降より)

税務署の駐車場は狭く、また、付近一帯は

駐車禁止のため、自動車での来署は御遠慮

下さい。
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。税理士会の相談

税理士会では、所得税の無料申告相談を左表の

とおり行います。あなたの確定申告についての

相談や申告書作成のために、1:，'気軽にご利用下

@所得税、市・都民税の合同出張受付日程

日程

税理士会の申告相談日程

月 日 lZbミ、 場 時

2月24日(月)
鶴川市民センター

-2月28日幽

2月26日(水)
忠生市民センター 9 : 30 I 

-2月28日(鉛

2月26日(水)
成瀬センター 16 :∞ -2月'2:1日(木)

2月26日(水)
横浜銀行成瀬支庖

-2月28日也

きい。

必五入 士号 月 日 時間

南農協成瀬駅前支庖 2月17日(月)

南 農 協 2月18・19日
午前

忠生市民センター 2月20・21日 9 : 30 

鶴川市民センター 2月24・25・26日
午後

堺市民 セ ン タ ー 2月27・28日 4 : 00 

玉川学園文化センター 3月3日
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ス
ト
レ
ス
に
打
ち
勝
つ

中
年
か
ら
の

ωめ
健
康
学

知
的
生
活
の
な
か
で
欠
か
せ
な

い
の
は
。
読
む
。
こ
と
と
グ
書
く
。

こ
と
で
す
。

自
由
に
な
る
時
聞
が
少
な
く
な

る
四
十
代
の
読
書
方
法
と
書
く
こ

と
に
つ
い
て
、
わ
た
し
の
経
験
か

ら
幾
っ
か
拳
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

読

む

...， 
~ 

と

-
問
題
意
識
を
も
っ
て
読
も
う

た
だ
漫
然
と
本
を
読
む
よ
り
は
、

何
か
ひ
と
つ
、
自
分
の
興
味
を
引

く
テ

l
マ
を
み
つ
け
て
読
書
を
続

け
て
み
ま
し
ょ
う
。

万
有
引
力
を
発
見
し
た
ニ
ュ
ー

ト
ン
は
、
友
人
に
「
き
み
は
リ
ン

ゴ
が
落
ち
て
く
る
の
を
見
て
、
偶

然
に
万
有
引
力
の
法
則
を
発
見
し

た
ん
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
「
い

や
、
わ
た
し
に
は
問
題
意
識
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
偶
然
を
必
然
に

で
き
た
ん
だ
よ
」
と
答
え
た
と
い

い
ま
す
。

読
む
本
の
量
は
少
な
く
て
も
、

問
題
意
識
さ
え
鮮
明
で
あ
れ
ば
、
思

っ
て
も
み
な
か
っ
た
ア
イ
デ
ア
を
引

き
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

-
再
読
の
す
す
め

再
読
と
い
っ
て
も
、
同
じ
本
を

二
度
続
け
て
読
む
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

か
つ
て
、
若
い
こ
ろ
に
読
ん
だ

本
を
、
も
う
一
度
引
っ
張
り
出
し

て
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

と
き
に
は
、
本
を
ま
と
め
買
い

し
、
机
の
上
に
積
み
上
げ
て
、
タ

イ
ト
ル
を
眺
め
て
い
る
だ
け
で
も

知
的
好
奇
心
が
わ
い
て
き
て
、
脳

細
胞
の
活
性
化
に
役
立
つ
か
ら
で

す。

書

く

-、
ιー

と

。
書
く
。
と
い
う
作
業
は
か
読
む
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こ
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に
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て
、
か
な
り
の
知
的
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ネ
ル
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ー
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ま
す
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し
か
し
、
素
直
な
心
で
自
分
の

読
み
、
書
き
で

脳
細
胞
の
活
性
化
を

糟
可
戸
叫
閥
均
的
一
長
谷
川

平日

夫

思
い
の
た
け
を
書
く
こ
と
は
、
単

に
知
的
作
業
と
い
う
よ
り
も
、
う

っ
せ
き
し
た
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分
の
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を
ス
ッ
キ
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せ
る
と
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で
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た
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あ
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で
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-
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最
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で
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は
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は
、
だ
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で
も
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涯
に
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は
小

説
を
書
け
る
。
と
い
い
ま
す
。
こ

の
機
会
に
、
あ
な
た
も
挑
戦
し
て

二
十
代
の
こ
ろ
に
読
ん
だ
本
を

四
十
代
に
な
っ
て
再
読
し
て
み
る

と
、
そ
の
後
の
人
生
経
験
が
大
き

く
作
用
し
て
、
全
く
異
な
っ
た
読

み
方
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

-
ツ
ン
読
の
す
す
め

「
い
や
あ
、
本
を
買
っ
て
も
、

ツ
ン
読
で
す
よ
」
と
よ
く
言
い
ま

す
が
、
こ
れ
か
ら
読
む
予
定
の
本

を
身
近
な
と
こ
ろ
に
置
い
て
お
く

の
は
、
読
書
へ
の
意
欲
を
か
き
た

て
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
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昭和60年10月24日国税庁において60年度納税表彰式典が拳行され国F則す長官表彰を

受彰する(社)町田法人会長三橋忠正氏。

昭和60年11月13日町田市民ホールにおいて町田

税誘署管内納税表彰式典が拳行されました当会か

らつぎの各氏が早川町田手踊斉署長より納税表彰の

栄誉に浴されました。

0表彰状(医社)芙蓉病院 四ヶ所守

0感謝状(有) クラウン興業木内 正

0感謝状(株)堤ビル 堤 敏子

- 9一



「 部会だより

〔婦人部会より〕

婦人部親睦研修会 婦人部会長

10月 2日、婦人部の今年度の事業として親睦研

修会を行いました。

目的地は山梨県、恵林寺、県立美術館、昼食に

ぶどう狩りを計画しての一 日でした。

署から副署長、法人税第一統括官、寸旨導官、会か

らは鈴木副会長、事務局の御参加をいただきました。

参加者25名、パスの中での勉強会は指導官が担

〔青年部会より〕

堤敏子

当して下さいました。恵林寺を見学、ワイ ン事件

でゆれているマンズワインの会社の前を通り葡萄

園にて食事、もぎとり 、午後は美術館の名画を鑑

賞いたしました。回を重ねるごとにより親睦さを

増し、自己紹介、底や事業の宣伝をおりまぜて発

言をし、無事に終了いたしました。

青年部研修会開催される

昭和60年11月8日、青年部主催

により 地元の株式会社オーディ オ

テクニカ代表取締役松下 秀雄氏

を講師にお願い し、「音楽とテクノ

ロジーの接点」と題し、講演会を

開催したところ、多数の参加者が

あり、同氏の技術開発の苦心、企

業戦略等有効なお話しに参加者一

同感激した一 日であ りました。

- 10一



11善戦!続融機機構絹誌::
研修委員長として

あけましておめでとうございます。

会員の皆様には新しい年を迎え今年はと云う 心意

気でご活躍の抱負をご計画され乍らお正月を過さ

れたのではないでしょうか? 昨年は研修委員会

の為に大変なご協力を項きました事に感謝申 し上

げる次第でございます。

それでは昨年行いました研修内容をこれからの

頁にでご紹介を致す訳でございますが、かい摘ま

んでご報告を申 し上げさせてT頁きます。研修会の

事業は例年の通り地区研修を主体に行われて参り

ますが、色々数々の研修を重ねるたびに、ご参加

下さいました皆様に紙上をおかりしまして改めて

厚くお礼を申し上げますと共にとくに地区会長

はじめ各役員の方々には事業のあるごとに御足労

をお掛けいたしました事は御礼の申し上げようも

ございません。本当にありがとうございました。

研修会第一回は60年 9月10日午后 2時から国際

証券町田支庖を会場にして開催いたしました。60

年10月14日堺市民センターでの第六回研修会で、終

了したわけでございますが、この地区別研修会は

第一回から第六固までを通して町田税務署法人税

第一部門会津隆行指導官、国際証券株式会社調査

町田法人会研修委員会

委 員 長 中 島 貞 雄

部長の池辺恭氏のお二人を講師として行われまし

たもので、会津指導官、池辺部長様の両氏にたい

しましてここに心より厚く御礼申し上げますと共

に、 研修会に毎回御同行下さいました町田税務署

野坂哲也法人税第一部門統括官にも心から感謝申

し上げます。

この研修内容をここに列記させて項きます。

1. 人件費をめぐる節税問答会津隆行講師

2.産業と消費の性格変化 池辺 恭講師

(その特徴をどうっかむか)

前記地区研修会のほか、本年度は次の各種講演

会を開催いたしました。

※ 60年10月15日(町田市民ホール)

経営に役立つ法律知識 加藤隆康講師

※ 60年11月14日(ラポール千寿閣)

10年後をどう読みとるか 勝部領樹講師

講習会開催につきましでも各役員の方々にはお

骨折りをいただきました事を心から厚く御礼申し

上げますと共に各会員の皆様にも今年は是非最良

の年であります事を祈念致しましてご挨拶とご報

告にかえさせていただきます。
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地区別税務・経営研修会の
講師としてお招きをうけて

国際証券株式会社

調査部長池辺 恭

9月から10月にかけて 6回ほど、町田の法人会 w 酎叩ペ

の地区別研修会の講師として招かれまして、私と

しても大変良い経験をさせていただきました。

私が感心致しました第ーのことは、お集まりい

ただいた皆様が、お十亡がしい中にもかかわらず、

きわめて熱心に私のったない話を聞いて下さ った

ことです。

また、研修委員長の中島さんをはじめ、法人会

の役員の方々が、この研修会に非常な熱意を持っ

ておられたことに感服致しました。

もう一つ、私が認識を新たに致しましたこ とは、

町田市というところが、私の思っていたよりも、

はるかに広い地域であるということ、そして、そ

の場所場所によって、やはりそれぞれ違う特色を

f寺っているということでした。

その意味で、私にとっても良い勉殉をさせてい

ただいたと感謝しております。

11月に入ってから、私は地方出張ばかりしてお

りました。高松、広島、名古屋、久留米、熊本、

岡山などをまわり、講演をしたり、金融機関や事

業会社を訪問したりする事が仕事でした。その聞

に日本航空にも 3回程乗 りましたが、無事帰るこ

とができました。帰って来た翌日にこの原稿を書

いています。

広島では石井ふく子さんと 一緒に講演をし、

300人近い女性客の前で話をしましたが、 その時

には、町田での講演の経験が大いに役に立ち、聴

衆に喜こんでもらうことができました。

私の本来の仕事は、日本と海外の経済情勢と、

企業の内容と将来性、それに株式市場等について

の、現状と今後の予測について、調査、研究する

事です。そして、そこから得た知識と見通しを方

々で話して歩くわけです。

日本の最近10年間の変化は、その前 100年間の

変化よりも激しいものだと思います。そして、こ

の変化のスピードは、これからますます早くなる

ゐ
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そういう変化を絶えずキャ ッチし、肌に感じて

行かなければ、私の仕事は時代に遅れてしまいま

す。その点では、法人会の皆様と同じわけなので

す。

町田での講演の仕事は、私がふだんしている事と

はかなり違う内容のものでした。そのために私は、

伺冊かの本を読み、文デパートだの色々な町を、

意識 して歩きまわることもしました。そして、そ

れが私にと って新しい勉強になり、変りつつあ る

時代の動きを肌に感じ、知識を増やす事もできま

した。

その意味でも、町田での 6回の講演は、私にと

って大きなプラスであ ったと思っております。

私はこの12月で60才になります。サラリーマン

としての私の生活も、終りが近いようです。私は

今、その後は町田のような所で小さな事務所でも

借りて、ささやかな仕事ができれば、どんなに良

いことだろうと、今から胸をときめかせています。

その時には、色々な面で皆様のお世話にもなる

ことになろうかと思いますので、その時には宜敷

くお願い申し上げます。

(講演の内容は次頁に)
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60. 9. 17 

「産業と消費の性格変化」

国際証券練)調査部長 池辺 恭氏講演

最近の消費動向は、大変予測が難しく、或る人

は、消費者より生活者と言う方が正しいと言いま

す。

経済企画庁の発表による最近20年間の製造工業

生産指数によれば、昭和38年-48年の10年間の年

平均成長率は、 12.3%ですが、高度成長期と呼lま

れたこの10年間で、成長率上位10位までのうちで、

平均成長率を上まわったのは、①電機、②輸送機、

③機械、④石油、⑤鉄、⑥非鉄、⑦化学の 7業種

、，ありどの業種も好景気でありました。

昭和48年の第一次オイルショック後の10年、昭

和49年-59年の平均成長率は 3.7%で低成長時代

でした。この問、平均成長率を上まわったのは、

①電機、②機械、③化学の僅か 3業種で、業種聞

の景気の良悪しが;大きくなっています。

更に昭和54年-59年の 5年間について見ますと

5年間の年平均成長率は 4.1%で、やや景気が上

昇していますが、平均成長率を上まわったのは、

①電機、②機械、③輸送機の 3業種で、内容をみ

ると、 1C関係、テレピ音響等、通信電子部品、

電子計算機の上位4種がいずれもエレクトロニク

ス関係で占めています。

次に、同ピ経済企画庁の紀元20∞年の産業構造

の展望によれば、実質ベースで、第 1次産業、第

、F2次産業、第 3次産業の構成比が、 1980年と2000

年は大差ないにもかかわらず、名目ベース構成比

で見ると、第 3次産業が大きくなっていることが

見られます。

特に、サーピス業の伸びは、 33.0%から48.6%

と大へん大きくなっています。これは自分でやる

より、他人に委せてやらせた方が、効率が良く、

経済的でもあるからで、メンテナンス、情報サー

ビス、リース等の事業所向サービスや、コンビニ

エントストア、宅配業等の対家庭サービスの伸び

が予想、されます。

同ビサービス業でも、映画、家具修理、鉄道の

不況は現在でも明らかであり、業種間の成長格差

は、益々大きくなると予測され、この面での注意

は特に必要と思われます。

最近の人々の意識の変化は、非常に大きく、例

えば、従来の小売店の 3要素として 3Pがあげら

れていました。

3Pとは、 Place， Price. Person です。

(場所) (価額) (顧客)

現在でも 3Pが重要なことは、勿論ですが、最

近は、 3Fが3要素と言われています。

3Fとは、

Feeling， Fiction 

(感ピが良い) (日常的でない)

Feminine 

(女性に好かれる)

がそれで、現在の小売底を経営する環境が大きく

変化していることがわかります。

これを商品の面か6考えると、従来は「必需品」

と言う言葉があり、この意味するものは、万人共

通である。人並みである。近所で買うと言う特性

がありました。現在では、これに代って「必欲品」

と言われ、その特性は、人によって千差万別で共

通性がない。人と違うものであり、遠隔地でも、

値段が高くても、自分の気に入ったものを買う点

にあると言われています。

商庖にしても、かつての駅前の商底のように立

地条件の良い入りやすい庖は、それだけでは「た

またま庖J (たまたま客が入るが、入つでもあま

り買わない唐)、これに対して、近くになくても

何か特色のある底「わざわざ庖J (わざわざショ

ッピングに行く庖)と呼ばれ客の大部分が買って

くれる屈の意味で使われています。

客の方にしても、若者の街と言われる渋谷を例

にとると、坂道が多く、袋小路となる細道の奥に

しゃれた庖があり、これが面白いとよろ‘こばれて

います。或る意味では、現代の若者は小学生程度

の知能かとも思えるようです。

こうした唐の経営方針は、他の底に全くない物
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がある庖……「単品主義」で成功しています。ア

メリカでは、アパレル関係、女性の下着庖ですが、

試着室が 100以上ある庖で成功した例があります。

衣料品について見ても、現在、百貨屈の売上で

みて、女性の衣服は男性服の 2倍以上売れており、

業界全体では、恐らく 8割くらいは、女性用品が

占めると思われます。この裏には、現代の女性の

社会進出、生活様式の大きな変化があります。か

つての主婦、これは、ごく最近までですが、主婦

の生活は「サシスセ、'/J と言われていました。

サ…裁縫、シ…習字、ス…炊事、セ…洗濯、ソ…

掃除 を表します。現在の主婦の生活は、カキク

ケコ主婦と言われ、

カ…カルチャ一、キ…金利、ク…クッキング、ケ

・・けい古事、コ…交際 を表しますが、考えて見

ますと、サシスセソ主婦が、家の中の仕事に終始

したのに対して、カキクケコ主婦は、いずれも家

庭の外に出ていることが大きく変っています。

こうした外に出た女性の意識の変化について、

或る新聞に面白い調査結果があります。

「老後に何を頼りにするか」と言うアンケートに

対して、夫の70%以上は「妻」と答えているのに

対し、主婦の方は、 40代の女性で88%が「子供」

と答えていますが、 30代では「子供J ，-貯金J，-年

金J ，-家J ，-土地」の順で、 5位まで勘定しでも夫

は出て来ない有棟です。主婦が、時間、体力、そ

して多分財力に恵まれ、寿命が永いことに対して

男性は厳しい競争で疲れ切っていることが、うか

がわれます。最近、@と言う言葉が言われていま

すが、⑫は、かつての貧乏人ではなく、その意味

するところは、収入の増加は大しでなく、反面、

社会保険料、慶弔費等の交際費、医療費の負担が

急憎している中堅サラリーマンだと思います。

いわゆる、オクション等を買う金持、⑧層は、

ほんのわずかの地主、相続財産等のある人で、国

民の大多数は@です。

しかし、⑤は貧乏人と異うのは、その日の生活

に困る程ではないが、余裕がないと言う点です。

昔の貧乏人は、商品は安物で我慢しました。これ

について、安物とは、高級品 品質+我慢、であ

り、現代の@層の求めるニュープア商品は、高級

品一過剰品質+高感度で表すと言う人がいます。

14 

「高感度」とは、 「便利なものJ ，-何かしら面白

さのあるもの」と言うことです。

このように現在の消費者は、品質の面で悪いも

のは、決して買いません。現代の消費者が物を買

う時、いかに使うかと言うことが問題となるので、

かつてのように隣りが買ったからと言う理由で、

大きなステレオを買い込み、ほとんど利用しない

と言う時代ではありません。

ニュープア商品の典型的な例として、最近少し

需要が落ちましたが焼酎があります。焼酎の便利

さは、いろいろな飲み方がある。例えば、 「お湯

割り J ，-ソーダ割り J ，-トマトジュース割り」等、

10種もあると言われ、その多様性が、特に女性に

受けたのが、需要の急噌につながったと思われま

す。

一方、技術革新の波に乗って成功した会社とし

て、 10年前には、名前も知られなかった「クロネ

コヤマト」の大和運送の宅急便があります。

これは、全国の貨物輸送の状況をコンピュータ

ーに入力し、ネットワークによって、全ての貨物

の動きがコントロール出来るようになった結果で

あります。

また、仕入の合理化の為に、在庫品の状態をコ

ンピューターで管理し、成功した例として、古く

は、トヨタ自動車があり、流通業界ではセブンイ

レブンの例があります。これは日寺聞によって、{可

がどのように売れるかをコンピューターで管理し、

全府をコントロール出来るシステムを作ったこと

が高収益につながっています。

‘' 

以上に述べたのは、大企業のことばかりですが、 一

中小企業の成功例として、或る横浜の米屋さんの 一

例を挙げておきます。

その庖の主人は、 10年前に脱サラで、米屋と言

う、見方によっては時代遅れの商売をは Uめまし

た。

最初、注文ごとに車に米を乗せて配達していま

したが、或る日配達した隣りの家に、また配達に

行く不便さから、車に電話をつけ、車に余分の米

を積んで、百と連絡しながら配達すると言う合理

化を考えました。そのうち、パソコンを利用して、

得意先の家族、消費の状況を入力しておいて、残

りが少なくなると見込まれる頃、電話で注文を取



ューファミリーと呼ばれる人達ですが、 5-6年

のうちに、それは第 2次ベビーブーム層、現在の

10-13才の人達に代って行き、その面で、また新

しい情勢が生れてくるものと思われ、こうした若

い人達をつかむことが、企業の成長の鍵になると

思われます。

しかし、全体としては高齢化社会に進んでいる

のであり、高年齢化によりもたらされるもの、健

康志向から、健康機器、食品、余暇利用によるス

ポーツ施設、老人対策としての宅配スーパ一、カ

タログショッピング等についても、十分目を向け

る必要があると思われます。

り、また家族のたん生日には、ささやかなプレゼ、

ントをする商法を考えました O

これが非常な好評を得て、現在では、米屋の平

均売上の20倍以上の売上を上げています。

最後に、今後の日本の経済の動向を知る上で、

重要なことは、社会の高齢化現象であります。

現在では、日本は年齢構成は、スェーデン、西

ドイツ、イギリス、フランス等、先進諸国に比較

してやや若いのですが、西暦2000年で同水準とな

り、 2040年には、世界ーの高齢化社会となるのは、

現在の年齢構成から見て、確実であります。

現在の商品の購買力の主力は、昭和22-24年生

の第一次ベビーブームの世代であり、いわゆるニ
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地区別税務・経営研修会

町田南地区研修会

町田中央・町田北研修会

中町2丁目にある城南信用金庫原町田支屈を会

場に選び9月17日午後 211寺から開催いたしました。

遠く玉川学園からも多数の会員参加がありまし

た。両地区会長さんのお骨折りで会員が会場をい

っぱいにするほどの盛況でした。

会津様、池辺様両講師にも熱がこもり、講演後

の質疑応答にも緊張感がみなぎり、講師も顔を紅

潮させるほど、ちょっとうれしい悲鳴に似た心理

状態がつづきました。

会場 町田国際証券 60. 9.10 

9月10日午後 2時から国際証券町田支庖 2階会

議室で開催されました。

この白は天候にも恵まれまして、会場も久美堂

本l苫前の町田の中心市街地のどまん中ではじめて

の研修会とあ って、中心商庖街の商庖主、中小企

業主の会員さんたちが多数参加して下さ って、国

際証券株式会社調査部長池辺恭様、 IIIJ国税務署の

会津隆行様の講演もいやが上に盛り上がった雰囲

気でありました。

会場 成南信用金庫 60. 9.17 

金の庫員さんたち多数が勉強の機

会を得て参加され、会場に花を添

えたことも一因かと思われ、城南

さんに改めて感謝するものでござ

います。

ρ
h
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地区別税務・経営研修会

南第一 ・第二地区研修会 会場 横浜銀行成瀬支庖 60.9.26 

横浜銀行成瀬支庖 2階を借りて 9月26日午後 2

時から開催いたしました。

会場が浜銀成瀬支庖の 2階会議室のため、会員

さんの参加の便がよ く、立地に恵まれたことが成

功の大きな鎚だったと 思うわけでございます。岡

地区の会長様のお呼び掛けに多数の会員さんが参

鶴川地区研修会

鶴川地区の研修会は10月4

日午後2時から小田急鶴川駅

前にある横浜銀行鶴川支屈を

会場に選んで行ないました。

地方区域の開催にもかかわ

らず地元地区会長さんのご努

力により多数の地区会員のみ

なさんがご出席をお願いする

ことができ、高島JII.t也区ならで

はの盛会でございました。

且盟諸J... .ず宮署

おぶ封建強豪毎e選考
鱗:25222312qz

加してくれました。参加人員ではこれまでの最高

を記録しました。

会場設営にあたっては、スライド上映に適す る

よう暗幕がないために地区会員のみなさんこぞっ

てのお骨折りを項き会場作りに成功したこともこ

こに特記して感謝の意を表するものでございます。

会場 横浜銀行鶴川支庖 60.10. 4 

巧

t



地区別税務・経営研修会

忠生地区研修会

10月 7日に忠生市民センターを会場に忠、生地区

研修会を聞いたところ、地のりが悪い条件にもか

かわらず、地区会長さんはじめ役員の方々が事前

のPRが行き届いていたために何とか定刻開催を

実現することができました。このために研修会は

盛功裡に終了するこ とができましたことを地区役

員さんの方々に感謝申し上げる次第です。

堺地区研修会

堺市民センタ ーを会場にして、 10月14日午後 2

時から開催いたしました。町田市で一番北西部に

位置する地区での研修会でしたが、地元の会員の

積極的な協力がありまして、会員数が一番少ない

会場 忠生市民センター 60.10. 7 

会 場 堺 市 民センター 60.10.14 

地区なのに、出席率では全地区を通して最高を記

録しまして研修会及び法人会への関心の強さを示

され、主催者の胸をじーんと熱いものが汲み上げ

て参りました。

研修会に出席されなかった皆様のために

各地区別税務研修のあらまし

9月10日の町田南地区を、始めとし10月14日堺

地区まで、六会場にわたり、各地区別税務研修会

の講師を引き受け、 「人件費をめぐる節税問答」

をテーマに研h多を行ってきたわけですが、当日、

参加できなかった町団法人会員の皆さんのため、

今回行った税務研修の、ポイントについて、紙上

掲載しました。

法人税

〈節減のポイント〉

1.利益がでたら役員賞与より配当で

役員と株主が重複している場合は、利益を役員

賞与で、受け取っても、配当金で受け取っても受け

取る人は同じですから、利益の分配を役員賞与で

するより株主配当金でしたほうが、得になります。

町田税務署法人税部門

会 津 指 導 官

(理由)0株主配当金→配当軽減率税の適用あり 。

配当軽減税率

(中小法人=資本金、 1億円以下の法人)

下一以
一
超

巴
円

判
亙
万

内
A
U
一ハ
U

A

ハハ
U
一ハ
U

法

8
一8 43.3% 33.3% 

(昭和60年現在)

通常の税率 | 配当分の税率

31% 25% 

Oさらに、株主自身でも、所得税の確定申告で配

当控除を普通10%税金から差し引くことができます。

2.役員には賞与よりも報酬で

役員賞与は、ご存じの方が多いと思いますが損

金にはなりません。しかし役員報酬は適正な額で

あれば損金となります。この方法は、最もオーソ

ドyクスなものです。

0
6
 



地区別税務・経営研修会

役員賞与一一一一一一損金に不算入

役員報酬一一一一一一損金に算入

(注)ただし役員報酬は、役務の対価として適正な

金額に限られ、勤務実態からみて、過大と認めら

れる場合は、その過大分の役員報酬は、損金に算

入されません。

3.従業員の給料は未払計上ができる

例えば、従業員給料の締切りが20日の場合、月

末支払の会社が多いと思いますが、 21日から月末

までの分は、使用人給料については、未払計上で

、，きます。ただし、給料の締切日にならないと債務

が確定しない皆勤手当等は、未払計上できません。

また、役員の報酬についても日割計上になじまな

いことになっていますので、日割未払計上できま

せん。

4.人間ドックの費用は経費にできる

人間ドックの検診は一般の健康診断より高度で、

精密な内容だけに、比較的費用が高くつきますが

一定の条件さえ満たしていれば、会社の費用にす

ることができます。

〔条件〕

イ、一定の年齢以上の者であれば、すべての社員

が受けられるようになっていること。

口、検診の内容が健康管理の上からみて、一般に

実施される程度のものであること。、F5.役員の決定は慎重に

代表取締役はもちろん、常務取締役、専務取締

役、監査役、常務理事、専務理事等は、たとえ使

用人の職務を兼ねている場合であっても原則とし

て使用人兼務役員には、なれませんので、役員の

決定は慎重に行うことが必要です。

6.役員になるまで息子の株は 5%以下に

同族会社の場合は、代表者の親族でほとんどの

株式を持っている場合が、多いと思います。その

場合、息子が取締役の地位になく使用人としての

職務を行っている場合でも、全株式の 5%を超え

る株式をもっている場合は『みなし役員』となり

法人税法上、役員の扱いになりますので、使用人

として、まだおきたい場合は、所有株式をその同

族会社の 5%以下にしておいた方が、有利です。

ただし相続税のことを考えた場合は、逆に早目に

株式を息子等に分けた方が、支払う相続税は、少

くなります。

〔みなす役員〕

同族会社の使用人のうち、次に掲げる要件のす

べてを満たしている者で、その法人の経営に従事

している者は役員とみなされます。

イ、その会社の株主グループにつき、その持株割

合が最も大きいものから順次その順位を付し、

その第 1順位の株主グループ(同順位の株主グ

ループが2以上ある場合には、そのすべての株

主グループ。以下このイにおいて同じです。)

の持株割合を算定し、又はこれに順次第 2順位

及び第 3順位の株主グループの持株割合を加算

した場合に、その使用人が次に掲げる株主グル

ープのいずれかに属していること。

@第 l順位の株主グループの持株割合が50%

以上である場合のその株主グループ

@第 1順位及び第 2順位の株主グループの持

株割合を合計した場合にその持株割合がはじ

めて50%以上になるときにおけるこれらの株

主グループ

。第1順位から第 3順位までの株主グループ

の持株割合を合計した場合にその持株割合が

はじめて50%以上になるときにおけるこれら

の株主グループ

ロ、その使用人の属する株主グループのその会社

に係る持株割合が10%を超えていること

ハ、その使用人(その使用人の配偶者及びこれら

の者の持株割合が50%以上である他の会社を含

みます。)のその会社に係る持株割合が5%を

超えていること

5%を超える| 法人税法 | 相続税

I xrみなし役員|
株を分ける | になる J 10少なくてすむ

株を分けない |O「22i号表J1 x多くなる

ハヨ



地区別税務・経営研修会

7.社長の給料は安くしておく

息子等へ経営の引継ぎを考えている場合で、息

子さんがすでに経営に従事し、相当な職務を行っ

とが大事です。過大役員報酬と認定された場合は、

過大部分については、法人税上の損金とは認めら

れなくなります。

ている場合は、社長の給料は、じよじょに安くし、 ※おわりに、税務研修の概要は、スペースの関係

息子さんの給料は、じよじょに役務の提供に見あ 上、省略した部分もあります。また税務につきま

った範囲で引き上げていった方が、将来の相続税 しでは節税も必要ですが、より一層皆様方のご事

の負担が少くなります。ただし給料を引き上げる 業を発展成長させ、それに応じた、正しい申告と

場合は、過大役員報酬にふれない範囲内で行うこ 納税をお願いしたいと思います。

合同講演会講師を招き開催される
二二三宮号子桂三宅苦..._，三百三E三三岳主主主主三f二王号車苦言望君主ささ室主主h一三.-..-三五三五日吉詰三百三五F五五主主主主主古書主主三主主宰さ三主主-'--'-主主三「

経営に役立つ法律知識|

10月15日、 「経営に役立つ法律知識」と題しま

して第一東京弁護士会所属の加茂隆康氏の講演を

お願い致しました。この講演会は三橋会長のご好

意によって実現したものであります。われわれが

経営上で当面する法律的な諸問題について明快な

解説をして頂きましたが、この講演会は町田青色

申告会、東京税理士会町田支部、東京小売酒販組

合町田支部、町田納税貯蓄組合連合会、町田親酉

会、町田問税協力会以上6団体の協賛を得で本会

が主催したものです。以下加茂弁護士の講演の一

部を掲載させて項きます。

手形の種類は約束手形と為替手形の二種がある。

手形交換所はこれらの振出された手形を交換する

ために設けられた。

手形を振り出すには、銀行へ仔って口座預金を

開設する。その開設と同時に手形用紙というのが

銀行から交付される。それをもらって手形を振り

出すことができる。

(1)必ず書かねばならないこと(手形要件)書か

ねばならないこと。

手形金額、支払期日(満期)、振出入の署名。

とき昭和60年10月15日
会場町田市民ホール

講師弁護士加茂隆康

(2) 金額の記載方法

※アラピヤ数字で記入する場合はチェックライ

ターを使う。

(例￥5，000，000※)

※文字は記入する場合は、壱、弐、参などの文

字を使う。

(例金壱百弐拾参高円)

※金額の誤記は訂正せず、新しい用紙を使う O

(3) 金額以外の訂正は、例えば振出し住所の誤記

は届印で訂正する。

(4) 振出目、受取人欄を空白のまま振出すことの

利点、と欠点について。

振出日と受取人の欄は書かなくてもよいとこ

ろだ。ただあくまでも書いでなければ完全な手

形ではないわけで、受取った方が支払いに回す

プロフィール

弁護士 第一東京弁護士会所属

現在、各種会社の顧問弁護士と

して活躍中。

- 20一
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| 合同講演会

場合には原則的に振出日も受取人欄も記載され

ているべきである。

しかし、振出す場合には受取人とか振出日を記

載しないで白地のまま振出すことがよくあり、

これを白地手形と呼んでいる。

手形要件の書くべきところが白紙になってい

る手形を白地手形といい、振出日を書かないと

どういう利点があるかと、つまり満期、支払期

日までの期間がどれくらいあるのかわからない。

逆にわからないために手形信用を疑われる場合

がでてくる。

例えば、 60年 1月1日振出しで、 60年12月31

日が支払期日とすると 、この手形は銀行へもっ

て行つでも受取ってもらえないかもしれない。

そういう場合、わざと支払期日を書かないとい

うことが行われる。

まだ受取人欄が白地の場合、金融機関が自分

のところを受取人にして割ヲ|く場合、白地の方

がやりやすいという 利点もある。

そのために振出日 と受取人欄が白地の手形が

現実にはおこなわれている。

振出目、受取人空白の手形を受取った方がこ

れを支払いに回すときは記入しなければいけな

いと申しましたが、現実には白地のまま手形交

換所に回ってくるのがある。

この場合、厳密に言うと手形要件が完全に保

証されていない。けれども実際には慣行で決済

カずおごなわれている。

振出日と受取人の欄を白地にして出した場合

どういう欠点があるか。振出す方には特別の欠

点はない。むしろ受取る側の方に欠点がでて く

る。

受取った方が、もしも第 3者に手形がまわっ

て甲から乙に手形が行って、さらに丙という会

社に裏書きした場合に、乙という名前が受取人

欄に出て来ない。そうなった時に困るのは丙で

ある。

どうして丙が困るかというと、丙という人は

支払期日に手形交換所に手形を回して取立てに

回すわけだけど、不渡りになると、原則的に裏

書人に手形上の支払いを請求することになる。

このことを遡及権という 。乙社という会社の名

が受取人欄に書いてないと、乙社に請求するこ

とが出来なくなる。受取った丙からすると 、乙

という名前が誓よいであるのがいいわけである。

みなさんが振出す場合でなくて、受取人ある

いはさらに回す場合には、あとあとの遡及とい

うことを考えると、ぜひ乙社という名前も手形

をもらう時に入れてもらった方が断然いいわけ

である。

(5) 手形の印紙は誰が貼るか。

次に、手形の印紙は誰が貼るかということだ

けれども、原則的に手形の作成者が貼ることに

なっている。つまり通常は振出入である。

金額の欄を白地のまま出した場合には、こ の

金額欄を埋めた方が貼るということになってい

る。

印紙税率については、巻末に一覧表をのせて

いるので、この表に従って金額の印紙をお貼り

T頁きたい。

(6) 手形の無権代理、偽造に注意すること。

次に手形の無権代理と偽造手形について一寸

お話したい。

例えば、代表者印を勝手に使われでしまった

とか、こういうことが手形の事故の中でいくつ

か起っている。

こういうのを手形の無権代理とか、偽造と言

円

L
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っている。無fi代理とは、 fi限がないのに代理

したことをいう 。例えば、振出入の中に00株

式会社代表取締役0000とあった場合、その

代表取締役のところが、実はこの人には代表権

がなか った。その社長さんはつい先月やめてし

まわれたというような場合には事実代表権がな

いわけで、この人には権限なく手形を勝手に振

出したということで、無権代理という 。

それに対して、会社でなく個人名の場合、何

野誰兵と、個人名で振出した手形がある。岡野

誰兵というところは、普通は本人が書くわけだ

けれど、全く赤の他人が権限もなしに他人の名

前を使ってその人になりすまして手形を振り出

す場合、これを偽造という 。

どちらであっても、無権代理とか偽造とかは

原則的には本人には責任がない。 しかし、手形

というものは転々と流通しているのが建前にな

っている以上、転々と回 って来た時、第 3者に

はそうした事情がわからない。

たしかに原則的には本人の責任はないけれど

も今の手形の流通では責任のない本人が責任を

問われる場合が非常に多いということだ。

どういう場合に責任を問われるか、権限がな

いのに勝手に印鑑を使われてしまったり、自分

の名前を使われ、印艦が使われてい るとい った

時である。

会社をやめた社長に 1，000万円の手形を振出

されて会社としてはその対応にどうしたらよい

か。その場合には、まず支払銀行の方に連絡を

とってこれこれしかじかだからと理由を話して

その手形を不渡りにしてもらう 。

不渡りになると、そのままにしておくと、銀

行取引が停止されてしまうから、それは何とか

食い止めなければならない。

そのためにどうするか。不渡りをまぬがれる

ために異議申立提供金を積まなければならない。

これは自分の方はお金がないから不渡りにする

のではない。別の理由で不渡りにす るんで、お

金はここに耳をそろえであるということを銀行

一 22

に示さなければダメである。そういう示す証拠

のお金というのが異議申立提供金というもので

ある。

この異議申立提供金を積まないで済ませる方

法がある。異議申立提供金を積まないで免除し

て下さい、と手形交換所に申請手続をすること

である。その場合には、誰々に手形を偽造され

てしまった。無権代理という形で勝手に手形を

作ら れて振出されたことを告訴なら告訴をして、

その告訴状の写しを添えで免除の請求をする。

そういうことをすると、警察まで訴えたのだ

から本当だろう 。偽造はたしかだろうとみてく

れまして異議申立提供金というお金を免除して

くれる。

こういうことをちょっと頭の中に入れておか

れれば不測の事態が起つでも今後のご商売の上

で役立つだろうと思います。

(7) 裏書譲渡を禁止したい場合。

裏書禁止手形を作る場合は「上記金額を賞殿

に限りお支払いいたします」と記載することで

効力を発揮する。

(8) 手形受取りの際のチェックポイント 。

① 手形要件がそろっているか。

②振出入の署名は完全か。

③記載事項に矛盾はないか。

④裏書が連続しているか。
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10年後をどう読みとるか

~番組の舞台裏から~

勝部でございます。

金堺風の前に立たされますと緊張いたします。

よろしくお願いいたします。

'10年後」というと 1995年でございますが、こ

れから21世紀初頭にかけて町田はもっと変るので

はないでしょうか。おそらくそれを皆様方は目指

、，しておられまして、そのために日夜頑張っておら

れるのだと思いますので、これからの町田の変化

というものが一つのたのしみだと私は思います。

私のf主む新百合ヶ正も変って来ておりますけれ

ども、あそこは一寸変り方が町田とは違うような

気がいたします。町田の変貌ぷりというのは眼を

みはるものがございます。

さで、今日のテーマは '10年後をどう読みとる

か」ということです。生意気なタイトルを掲げて

おりますが、これが読みとれたら誰でも苦労はし

ません。とてもとても簡単に読みとれる筈があり

ません。しかし、 10年先を考える物差しをポケッ

トに入れておくことでしょっちゅう関心をもつこ

とは先手がとれる非常に大事なことじゃないかと

思います。これほど豊かになりますと、現状だけ

、，でj荷足しちゃっておりますと、仲々いいアイデイ

アが出て来ないでLょうし、関心さえ持てば世の

中がかわるというものではありません。そのヒン

トとして今日いくつかのお話しを申し上げたいと

思うわけです。

勿論具体的ないいアイディアがとび出す筈もあ

まませんが、私ども 4月から毎月 l同放送してお

ります「その日一1995年日本」という番組があり

ます。

(N H K持集「その日 TheDay J 一第 1回「

旅立ち」、第 2回「二つの手紙」、第 3回「侵入

者の夜」、第 4回「孤独への出発」、第 5回「飽

食の午後」、第 6回「大いなる誤算」、 第7回

とき昭和60年11月14日

会場ラポール千寿閣

NHK総合特集キャスター

勝部領樹

「見えない落日」、第8回「延命への道標」、第

9回「未知への離陸J ) 

ごらんいただいた方もあると思いましょうけれ

ど、とにかく 10年後の日本をいろいろと模索して

みようという番組ですから、その番組の取材の裏

話、それから取材班のスタッフがきいてきた話で

放送に出ない部分がかなりありますので、その部

分についてかいつまんでお話をしてみたいと思い

ます。

日本がこれほど豊かになりますと、人聞はすぐ

現状に満足しちゃうんですね。温い座布団の上に

ぬくぬくと座っていればいいわけですから。どう

しても貧しかったら追いつけ、追い越せという目

標が上にあって、上向きで努力しあって来た時と

比べてスキが多くなっているかもわかりません。

極端な言い方をすれば、今の日本は世界の実験

場みたいなものです。あまりにも変化が早すぎる

わけです。
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プロフィール

昭和29年 青山学院大学英米文学科卒業

NHK入局(放送記者)

昭和34年 東京社会部記者のちデスク

昭和52年 「ニュースセンタ -9時」

キャスター

この間南極テレピ中継の取材

団長

昭和54年 'NH K特集」キャスター

と石油と ぞ原子力= ぞ食糧と

E先端技術=で世界各地取材

昭和60年 とその日 (THEDAY) 

1995日本委総合キャスターと
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この早さの一つに科学技術の長足の進歩の問題

があります。半導体にしましでもその進歩が早す

ぎるのです。

人間関係で言いますと 、高齢社会が目前に迫っ

ている。これも外国で経験しないことですね。現

在日本は平均寿命でいうと世界ーにな っちゃいま

したけれど、日本の場合は終戦直後の平均寿命と

いうのは45才ちょ っとじゃなか ったでしょうか。

それがこの30数年、特に過去の20年間ぐらい、

栄養も良くな ったし、医学も進歩しまして、ものす

ご、い スピードで高齢化が進んでいます。私共は30

数年でにわかに高齢国にな った。これをは っき り

言いますと、日本の場合、本当の高齢時代という

ものがい ったいどういうも のか、まだ案外みんな

気がついていないのではないかと思います。

現在の日本は経済力が世界第 2位にな って豊か

にな って、あまり便利になりすぎたために、われ

われが経験していないような落し穴がこの先に待

っているかもわかりませんからそんなことはあっ

てはなりませんけれども、ある可能性があるなら

ば、今のうちからそれに気付いて、そこを避けて

通るとか、そこを乗り越えるくらいの知恵を今か

ら少しづっ考えておいた方が身構え方として間違

いないだろうということで「その日」の番手Eを作

った わけです。

世界の実験場として変化のはげしい日本ですか

ら、より一層将来を見る眼をもちましようという

ことです。蔭があるならば、それを光に変える知

恵を番組は出しましょう、番組の宣伝ではござい

ませんが、これは茶の間のおじいちゃん、おば‘あ

ちゃんからお孫さんまで、できるだけ、 10年先ぐ

らいの物差しをとにかく持ってT頁く、そのヒント

を番組ではいくつか提供するだけ、結論を出さな

いでみなさんで考えて話し合って頂くことにしま

した。

時代はどう変って も案外一つだけし っかりした

ものがあれば、これは相当難局をのりこえること

ができるのじゃないかということを一つあるよう

な気がします。それは知恵だけじゃなくて、やは

り人閉じゃないかということです。 しかも、それ

は理想論のように聞こえるでしょうけれど、やは

り人間の紳ですね。一番わかりやすく言いますと 、

家族の紳ということになります。

今年の夏、日航ジャンボ機の悲惨な事故がござ

いました。あの事故で一命を亡くされた方々の中

に遺書を残された方々がいられて感動を喚びまし

たが、あの遺書の宛名は発見された物に限っては

全部家族とか子供宛でした。これはどういうこと

を示しているかといいますと、やはり人聞は平穏

で豊かで、何の心配もなく暮している時は家族は

一つ屋根の下で仲良く暮しているのが当り前だと

思っている。だけど、危機に直面し ますと 、まず

頭の先に浮び、気持の上で寄りすがりたくなると

いうのは家族だということです。会社でな く家族

だということです。これらの遺書は、いざという

時は家族というのは非常に大きな紳の太さが頼り
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l 合同講演会

になるぞと、われわれ全体にメッセージしてくれ

たと受け止めていいかもわかりません。

さて、 10年後はどうなるかという話を申し上げ

る前に、前提条件があります。

一つは戦争です。こんなもの起きたら、直接日

本にひびいて来ますので、日本のGNPはただち

に下降線をたどります。従って戦争紛争というの

は起しちゃいかんということだけははっきり言え

ます。日本は経済大国ですけども資源小国です。

石油をはじめ鉱石などの原料や食糧を輸入して日

本の経済は成り立っているのです。日本は全地球

、，上から資源を集めた上に、いい製品を作ってまた

逆に全地球上に買ってもらっています。

もう一つの前提条件は、ものの見方をがらりと

変えて頂いた方がこれから先々、いろんなアイデ

イアも出やすいかもわからないということです。

今まで自分中心で、自分の経験則だけでものを

考えていますと、 f中々逆も真なりということに気

が付きません。南半球では北半球とはすべてが逆

だということです。今年のクリスマスにはニュー

ジーランドからサクランボが届きます。

これからは、せめてワイドレンズ的な見方でも

って自分の経験則以外のことに関心をもっていた

だいたらと思います。とくに世界の動きについて

は関心をもっということは大事です。

もう一つ、ワイドレンズだけでなくて、望遠レ

、， ンズを持っていた方がよいということであります。

これから10後の具体的な話題を申し上げたいと

思います。

一つは、 10年後はどうなるんだろうということ

です。とくに政治問題とか、戦争問題というのは

あえて取り上げませんでした。

われわれの暮らしを中心に、あの番組で取り上

げているわけです。この中でいろんなテーマをや

っております。

その中の一つは、先程も申し上げました科学技

術の問題であります。私たちはこれを電子時代と

言っているんです。エレクトロニクスの時代です

ね。朝から晩までわれわれエレクトロニクスのお

蔭で、随分助っておりますからね。

半導体が主役ですけども、半導体の中にも計算

能力をもっているものと、知恵の半導体いわゆる

記憶だけをやる半導体があります。この記憶に関

する部分では日本は世界ーです。同ピ半導体を作

ったにしたって歩留りが日本の場合全然ちがいま

す。そして安くもあり、故障もしません。この半

導体の開発によって各種のロボットが作られてい

ます。消防士ロボットも真剣に検討に入っていま

す。

それから高齢者で寝たきりの人をうまく抱いた

り、移動させたりするロボットはすでに実用化さ

れております。それから石油探査ロボットなども

石油会社の一部で開発がまじめに行なわれており

ます。

コンピューターの開発導入によって職場が自動

化され働く場がどんどん少なくなっていると思い

ますが、それを、ぞれに替る新しい職場を技術が

生んでゆかなければなりませんね。人間ていうの

は働らいで、そこでもってサラリーを稼いで生活

してゆくわけですからあるいは利益をあげながら。

その場がしっかり確保されていなけりゃいかんわ

けで、伺か新しい技術が職場を広げてほしいと、

これも大事なことです。

やっぱり全体の経済力を支えるためにも個人の

収入をしっかりしておくことは間違いのない大き

な基本ですから、そこへ尖端技術が手を貸してほ

しいということですね。そこで登場したのがビデ

オテープレコーダーです。これを作り出した職場

というものは大変な数ですね。今度はカラーテレ

ビのあとは何かということも含めて日本の場合ま

だまだ働く場の余地はあると思いますけれど、し

かし、それを産まなきゃおかしいです。新素材や

セラミックなどが出て来れば、それはそれで新し

い職場につながってゆかなければウソであります

からね。

次は通信情報時代の話をしてみたいと思います。

これは、はじめにカード時代の将来ということで

ちょっと取り上げてみました。ニューメディア時
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代という言葉だけが先行して案外わかっていられ

ない点が多い。

実は将来、私たちの個人の暮らし、家族の暮ら

し、会社の活動状況、これが外にあるいろんな情

報をもったコンピューターを直結されてゆく時代

だと思った方がわかりやすいかもわかりません。

つながるものは何かと言いますと、一本一本銅

線の電話線のようなものが家の中へ向本も入って

くると思ったら大まちがいです。たった一本のガ

ラスの糸でいいわけです。光ファイパーと言うや

つです。

従来私共が「モシモシお元気」なんて使ってい

るのは銅ケープル、銅線です。もう 1∞年以上も

この銅線を使っております。これは便利なように

見えますけれど、ところが一回電話をかけていま

すと、他の者には使えませんよね。うまく波長を

変えたりしますと、ファクシミリなど使えるよう

になりました。だけど原則として銅線一本ではそ

れほど使えません。

そこででてきたのが光ファイパーですね。ご存

知だと思いますけども、ガラスの糸の中を、光の

点滅がもの凄い先まで跳んでゆくわけですね。 20

キロ先、なんの機械もなしに。最近改良されたも

のでは40キロ先まで跳ぶようになりました。

光ファイパーは、非常に細いガ、ラスの糸ででき

ています。私たちは古河電工の工場へ行ってくわ

しくみせてもらいましたけれど、髪の毛の 2倍ぐ

らいの太きだと思われたらいいかもしれません。

そのままだとf斤れちゃいますから、そのまわりに

合成樹脂の被膜をつけてあります。太いといった

って 1ミリちょっとぐらいのものです。

この光ファイパーで銅線に比べてどのくらいの

通信が送れるかというと1，000倍以上とみていい

でしょうね。 rモシモシ」と言っている10秒の聞

に、コンピューター使えば、 30分ぶんぐらいの情

報が多少集約して送れるかもわかりません。大変

便利であることがおわかり頂けたと思います。

それでは10年後はいったいどうなるんだろうと

思って、 NTTの進藤さんにお逢いしてたずねで
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みたら、村の郵便局まで当然のことながら光ファ

イパーが入っているということでした。当分は銅

線と併用ですがね。光ファイパーを通さなければ

光ファイパーのメリットがないビゃないかと言っ

ておられる。

15年後、 20年後は、日本列島は光ファイパー網

で結ばれる時代がくることはたしかですね。光フ

ァイパーのもたらすわれわれの暮らしへの影響と

いうのは大きなメリットとなることは間違いない

でしょう。今家庭にある電気の安全器と似た小さ

な家庭コンピューターが各家庭に一個ずつ備えつ

けてあって外の各種のコンピューターとつながっ司W

ていろいろな仕分けをしてくれるだろうというこ

とです。

三鷹の 1N Sの実験で一番評判がわるいのはテ

レピショッピングです。それに在宅勤務、これは

絶対ダメだと言っています。

人間的な眼でみた場合、 1N Sでこの二つが評

判がわるいのはわかります。

今までは、紙一枚を抽出しの中に入れておけば

お互いにそれで良かったけれど、今度は電子契約

時代、電子情報時代となりますと、みんなコンピ

ユーターファイルですね。そのことはちゃんと知

っておかなけりゃならんのです。知った上で大い

に便利さを活用したらよいのじゃないかというこ

となんです。

おそらく技術者の方たちは、各メーカ一、各金 .. 

融機関、病院にしましでも、一生懸命開発をして

くれるでしょうから、いい時代が来ると思うんで

すが、使う方としてはやはり選ぷ眼だけもってお

く必要がありますね。

これから先、いやな時代が来るなんて考えちゃ

負けですからね。より便利ないい時代を作りあげ

るために手を打つべきところには手を打とうじゃ

ないですか。それが人間の知恵、じゃないですか。

そのようにわれわれの番組はみなさんに訴えかけ

ているつもりなんです。

高齢時代だって暗くしてたまるもんですか。な

んとかやってみたいと思います。沖縄へ行きます
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とね、日本の地方の小都市もそうですがお年寄が

ぼけられでも進行しません。

非常に大事にされているから全然不安を感じた

り、イライラすること がないんですね。

地域だ って、家族だって、孫だって、曽孫だ っ

て沢山いますから、一人っ子というのは沖縄では

あまり居ません。子供、孫たちが一週間に一回は

おじいちゃん、おばあちゃんを真ん中にして団壌

の夕食を摂る。あれで不安感を感じさせないとい

うことは、ぼけを進行させない大変な歯止めにな

っている。つまり これは入閣の紳と言えると思う

んです。

ぽけって大変むずかしいことだけれど、それを

人間の紳で包み込む、家族も苦労されるし、また

方包設も作ってあげなけりゃいけないけれど、この

人間の紳こそ、時代が激変すればするほど、より

太くならなけりゃならんということです。いまそ

れが逆にどんどん細くなりつつある感じしかしま

せんのでなおさらです。

このことを結論にして、 10年後を読みとる眼と

いう、ちょっとむずかしいテーマを掲げましたけ

れど、これで車冬らせて項きます。

どうもありがとうございました。
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講師に石井一弘氏 を招いて

8月22日"-'10月17日ま で 9回開催される

昭和60年度中級実務簿記講習会は真夏の 8月22 これまでと内容の一部がちがっていることは今

日からスタートし10月17日に修了式を拳行しまし 回工業簿記を採用したことであります。これは画

た。 期的なことであります。このように簿記講習 も法

ここに中級実務簿記講習会の全課程を終了しま 人会の大きな事業の一つにな って参りましたこと

したことを心からお喜び申し上げたいと思います。 を会員各位に もぜひご認識T頁きたいと思うわけで

今回の受講先50名中、全行程出席者は15名でした。 ございます。

6回以上の方17名、合計32名の方たちに修了証書

を授与いたしました。

今回の講習会はすばらしい先生をお招きすること

とができたことがまず第ーの成功の起因だ、ったと

思っております。東海大学講師であり、公認会計

士でもある東京税理士会町田支部会員の石井一弘

先生にお願い致しました。

中級簿記講習会は、 58年に第 l回をはじめとし

て、 59年、 60年と回を重ね、今回は第 3固めに当

ります。

さる 10月24日、町田市で初めて国税庁官表彰を

受けた町田法人会長、 三橋忠正(三橋宝永堂社長)

氏、の受彰記念式と祝賀会が11月27日午後 1時半

から千寿閣で聞かれ、石川|要三衆院議員ら多 くの

人が出席して祝った。

まず式典では、世話人代表の石井儀一氏(法人

会副会長)が三橋氏の受彰経過を紹介、来賓の早

川博治町田F見務署長が「三橋さんは接すれば接す

るほど奥深い人、法人会の生みの親であり育ての

親で、永い聞のご努力に敬意を表します」とのべ、

石川衆院議員も 「的確に、そして先見性ある指導

者だ」と祝い、笠原邦雄市助役、豊永全国法人会

連合会長、伊藤公介衆院議員夫人らが祝辞をおく

った。

多くの来賓紹介に続き記念品や花束が三橋夫妻ー

に贈られ、 三橋氏は「本日の栄誉 と感激を終生忘

れず、今後も努力して行きますJ と喜びにあふれ

ていた。

このあと祝賀会に入り、 三橋夫妻が鏡聞き、日

本舞踊や歌曲などを楽しみながら祝宴で懇親した。
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(法人税解説シリーズ〉
~町田税務署より~

税務調査から見た誤りやすい経理処理

内容によって異なる償却期間

借家叩制金等J
A社は、ビルの一室を事務所として賃借し、権利金300万円、敷

調査官はニニを否認した
金500万円(うち10%は解約時に返還されない)を支払った。

賃借期間は 2年間であるが、賃貸人、賃借入の双方に異議がないときは、更新に伴う特別の支払いを

要することなく、引続き賃借することになっている。

決算において、①権利金300万円は 2年償却とし、②敷金のうち返還されない部分 50万円は当期の損

金とした。ところが、税務調査において下表の通り計算されることになり、償却超過額を否認された。

項 目

①権利金

法人の処理

2年償却

税務調査の結果

5年償却

② 敷金のうち返還されない部分 当期の損金 5年償却

法人が建物を賃借するために支出する権利金等は、繰延資産と
なぜ否認されたか

されているため一時の損金とはならず、その支出の効果の及ぶ期

間(償却期間)で償却することになります。

この場合の権利金等には、建物を賃借するに当たっての一切の支出が含まれますので、事例の場合に

は権利金の300万円だけでなく、敷金のうち返還されない部分の50万円もこれに該当します。

なお、賃借建物の権利金等の償却期間は次の年数です(基通 8

-2 -3)。

(1) 権利金等の額が賃借建物の建設費の大部分に相当し、かっ、

その建物の存続期間中賃借できる状況にあるとき……建物の法定

耐周年数の10分の 7に相当する年数。

(2) 賃借建物の明け渡しに際して借家権として転売できることに

なっているとき……建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の 7

に相当する年数。

(3) その他の場合…… 5年(賃借期間が 5年未満で、契約更新時

に再ぴ権利金の支払いを要することが明らかなときは、その賃借

期間)。

事例の場合は(3)に該当しますので、償却期間は 5年で計算します。

さらに、自己が便益を受けるために支出する公共的施設や共同施設の設置、または改良のために支出

する費用、ノウハウの設定契約に際して支出する一時金や頭金、ソフトウエアの開発に要した費用、広

告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用なども繰延資産とされていますので、支出時

の一時の損金とはなりません。
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アドバイス
① 同種の繰延資産でも、公共的施設等の利用状況や賃借物件の

契約条件などによって償却期聞が異なる場合があるので、よく内

容を確認する必要がある。

② 電子計算機の賃借に伴って支出する引引運賃や据付費、ソフトウエアの開発に要した費用を一時の

損金としていないか。

③ 繰延資産でも少額なもの(10万円未満)および主として一般的公衆の便益に供される簡易な公共的

施設のための負担金は、一時の損金とすることができる。

④ 建物の賃借に対して支払った仲介手数料は、一時の損金とすることができる。

レジャークラブの入会金・申込金

特別会費は協会の使途に応じて

調査官はニこを否認した
〈ケース 1> A社は諸施設を利用できる次の条件のレジャーク

ラブに法人会員として加入し、得意先接待、従業員の福利厚生な

どに活用していた。

入会金は脱会時に返還されるため資産計上し、申込金については、返還されないため繰延資産として

30年間の均等償却を行っていた。

①入会金・…....・H ・-・・100万円(脱会時に返還される)

②申込金...・H ・..……150万円(脱会時に返還されない)

③会員資格・……H ・H ・..譲渡可能

④有効期間...・ H ・....・ H ・30年

ところが税務調査において、申込金は他へ譲渡が可能であるから償却できない資産である旨の指摘を

受けた。

〈ケース 2> B社は、同業者で組織する C協会が会員の共同の用に供される会館を建築するに当たり、

特別会費100万円を支出し、一時の損金に計上していた。

ところが、税務調査で、この特別会費は、繰延資産に計上して償却すべきであるとの指摘を受けた。

なぜ否認されたか
まず、ケース 1の場合のレジャークラブなどの入会金の取扱い

は、次のようになっています。

区 分
(1) ゴルフクラブ (2) レジャークラブ (3) 社交団体
{基通 9ー 7ー 11) (基通 9ー 7ー 13の2) (基通 9ー 7-14) 

資産計上 資産計上

(注) (注)
1 .脱会時に返還が受けられな 1 .ゴルフクラブの入会金と同

い場合とか、他人にその権利 様に償却は認められません。

法人会員
を譲渡できない場合であって 2. ただし、脱会時に返還が受

交際費等
も償却は認められません。 けられず、かつ、有効期聞が

2.従って脱会するまで損金算 定められているものは繰延資

入が認められないこととなり 産として償却できます。

ます。 3.償却期間はその有効期間に

よることとなります。
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法人会員制度がない
ため、個人会員とし
て入会し、その入会 同 上 同 上 同 上
が業務遂行上必要な
場合

例入会員 給 与 給 与 車合 与

(注)(1)、 (2)の記名式の法人会員の場合、名儀人たる特定の役員または使用人が、もっぱら法人の業務に関係
なく、倒人的に利用しているような場合は、これらの者に対する給与となります。

ケース lの場合、入会金については、脱会時に返還されるわけですから資産に計上し、当然償却もで

きないことになります。

また、申込金についても形式上は返還されませんが、会員権の譲渡によって回収をはかれるみちがあ

り、かつ、時の経過に応じて減価するという性格のものでもないため、脱退するまでは資産計上を要し、

償:却も言忍められないこととなるわけです。

次に、法人が支出する金銭を大別しますと、資産の取得価額を構成し支出時の一時の損金にならない、， ものと、期間費用として支出時の一時の損金になるものとに分類されます。法人が同業者団体に対して

支出する会費についても同様ですが、資産として計上するか、支出時の一時の損金にするかは、その同

業者団体の事業目的に応じ、あるいは、その団体が徴収した会費をなんの目的で支出したかによって判

断することになっています。

同業者団体は、その団体の使用人の給与の支払いなど団体の日常の経費に充てるため、いわゆる通常

会費を徴収しているのが通例のようですが、こうした通常会費は、多額の剰余金が生じ、これが累積さ

れていくようなことのないものであれば、支出時の一時の損金になります。

これに対して、特別の支出目的に充てるためのいわゆる特別会費(特別分担金)は、例えば、団体が

交際費等に充てるため支出するものであれば、特別会費を支出した法人の交際費等に該当することにな

るなど、団体の使途によって処理が異なります。

なお、特別分担金はおおむね次のように大別できます。

① 政治献金その他の寄付金。

② 業界の関係先に対する交際費等。

③ 協会などの役員、全員などだけが行う懇親、遊興などの費用。

④ 会館その他特別な施設の取得のための費用で、会員法人において繰延資産とすべきもの。

ケース 2の場合は、 B社が支出した特別会費はC協会の会館取得のための費用の負担金ですから(上

、，記④に該当)、自己が便益を受ける共同的施設の設置のために支出した費用として繰延資産になるわけで

す(令14①九イ、基通 8一 1-4)。
① レジャークラブなどの申込金などを、単に将来も返還されな

ア /¥ イ ス いということだけで、支出時の損金または償却をしていないか。

② 協会などにおける使途が寄付金、交際費であっても、協会などを本来の団体活動として運営するた

めに通常要すると認められるものの会費については、その協会などが専ら寄付金、交際費等の支出を目

的とする場合を除き、特別分担金には該当しない。

③ 特別分担金は、協会などがその特定の目的のために支出したときにおいて会員法人が支出したもの

とされるので、それまでは仮払金等としておく必要がある。

税のしるべ「否認項目集より」
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変わり ま し た
昭和 60年

控除対象配偶者等が同居特別障害者に

該当する場合の特別控除額の引上げ及

び通勤手当の非課税限度額の引上げ

税務署

所得税の源泉徴収事務につきましては、日ごろから格別のご協力をいただき感謝しております。

きて、このたぴ、租税特別措置法及ぴ所得税法施行令の一部が、次のように改正されました。-

給与所得者については、原則として、本年の年末調整の際に行うことになりますので、別途印刷され

ている「昭和60年分 年末調整のしかた」のほか、この説明書を参照して正しく年末調整を行ってくだ

さい。

1 .控除対象配偶者等が同居特別障害者に該当する場合の

特別控除額の引上げ

(1) 従来、控除対象配偶者や扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の所得控除額は、一般の配偶

者控除額 (33万円)又は一般の扶養控除額 (33万円)、特別障害者控除額 (33万円)及ぴ同居特別障

害者の特別控除額(7万円)の合計73万円となっていました。

(注) 同居特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族とは、控除対象配偶者又は扶養親族の

うち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計をーにするその

他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

(2) 今回の改正によって、この同居特別障害者の特別控除額が 7万円引き上げられて14万円とされま

した。したがって、控除対象配偶者や扶養親族が同居特別障害者に該当する場合には、一般の配偶 A 

者控除額 (33万円)又は一般の扶養控除額 (33万円)、特別障害者控除額 (33万円)及ぴ同居特別障 一

害者の特別控除額(14万円)の合計80万円の所得控除が受けられることになります。

(3) イ この改正は、一般の給与所得者については、年末調整を行う本年最後の給与の支給日がこの

法律の施行日以後であるものから適用されます。

したがって、この法律の施行目前に既に年末調整が行われている一般の給与所得者は、確定

申告書を提出して還付を受けることになります。

ロ また、給与等とみなす年金の受給者については、本年最後に支払われる年金に係る源泉所得

税の納付すべき日が、この法律の施行日以後であるものから適用されます。

したがって、年金の受給者については、この法律の施行目前に既に年末調整が行われている

場合であっても、その年末調整に係る源泉所得税の納付すべき日がこの法律の施行日以後であ

るときは、その年金の支払者において年末調整の再計算を行うことにより、還付を受けること

になります。
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2.通勤手当の非課税限度額の引上げ

(1) 給与所得者の通勤手当の 1か月当たりの非課税限度額が次のように引き上げられました。

区 分
諜 税 き れ な し、 金 額

改 正 後 改 正 目1)

① 交通機関又は有料道路を利用して 1か月当たりの合理的な運賃等 1か月当たりの合理的な運賃等

いる人に支給する通勤手当 の額(最高限度 24，000円) の額(最高限度 21，700円)

② 自転車や自 通勤距離が片道15キ 9，600円 8，700円

動車などの交 ロメートル以上であ その交通用具を使用してい その突通用具を使用してい

通用具を使用 る場合 る人が交通機関を利用した る人が交通機関を利用した

している人に としたならば負担すること としたならば負担すること

支給する通勤 となる 1か月当たりの合理 となる 1か月当たりの合理

手当 的な運賃等の額が 9，600円 的な運賃等の額が 8，700円

を超える場合には、その運 を超える場合には、その運

賃等の額 貨等の額

(最高限度 24，000円) (最高限度 21，700円)

通勤距離が片道10キ

ロメートル以上15キ

ロメートル未満であ
5，500円 5，000円

る場合

通勤距離が片道 2キ

ロメートル以上10キ

ロメートル未満であ
2，700円 2，600円

る場合

通勤距離が片道 2キ

ロメートル未満であ (全額課税) (全額課税)

る場合

③ 交通機関を利用している人に支給 1か月当たりの合理的な運賃等 1か月当たりの合理的な運賃等

する通勤用定期乗車券 の額(最高限度 24，000円) の額(最高限度 21，700円)

④ 交通機関又は有料道路を利用する 1か月当たりの合理的な運賃等 1か月当たりの合理的な運賃等

ほか、交通用具も使用している人に の額と②の金額との合計額 の額と②の金額との合計額

支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 (最高限度 24，000円) (最高限度 21，700円)
一一一一

(2) 改正後の非課税規定は、昭和60年 7月 1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。

付) 本年 6月30日以前に支払われた通勤手当

(ロ) 本年 6月30日以前に支払われるべき通勤手当で 7月 1日以後に支払わ年るもの

付制又は(吋の通勤手当の差額として追加支給されるもの

(3) 既に支払われた通勤子当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税の源泉徴収

が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の

際に精算することになります。なお、年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機

会のない人については、確定申告により精算することになります。
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どこがにどんなふうに変わるのかしら

郵便局に貯金をする際(通帳をもって貯金をする場合には11召平日61年1

月1日以後最初に貯金をする際)、それぞれ次の表のいずれかの書類

を提示して氏名・生年月日・住所の確認を受付てください。

区梅市'i"O
~:i';f! ~1~~~~4- ，'.'. ，，'鏑 o''''I，寝1月 4 鋪要 園

住民票の写し
確認を受付る日

在M州p 1 司臨時し 住民票の記鍛lJ>tll2iE"11 1".' 前6月以内に作

成きれたbの

印 監 証 明 印鑑証明害

国民健康保険被保険者証

担康保険被保険者証

船良保険被保険者証

保険 証
健康保険日雇特例被保険者手帳

国家・地方公務員(等)共済組合の組合員証

私立学校教臓員共済組合の組合貝証

年金手帳 厚生年金手帳

船員保険年金手帳

児童扶養手当証符

~'~ 手帳等 特別児童扶養子当証容

母子健康手帳

'" 身体障害者手帳

h 
』俳

戦傷病者手帳

'.:s，. 免許柾 運転免許証 伺さ品IA!t、てを有畳効1Iなるiもiのlこ

費、.
①外国人登録証明魯②外国人受給済証明1".'XI1③官公磐 ②及(f@についτ11確

目申 か句発行 ・ 発給された書類その他これ刷二類する1~l百 認を受付る目前6月以内
{住民票に記載されていなレ人に限ります.，) に作成されたもの

.総合課税貯蓄についても、同じような本人確認書類が必要と

なりま1九

(税務署からのお知らせ)

すでに提出している非課税貯蓄申告書

は、どうなるのかしら?
0昭和60年12月31日以前に銀行や証券会社な

どの金融機関へ提出しL"L、る非課税貯蓄申告書

の非課税わくを利用して、昭和61年l月l日以後

新たに預り入れ(定期預貯金なEの書換継続を

含む)をする時l立、本人てあるこtの確

ができる書類を提示して、改めて非課税

J/'r蓄申告書を提出する必要があ止ます。なお、

この申告書の再提出は、次の預け入れに該当

する場合には、それぞれの提出期限までに行えばよL、こ社

されています。

預け入れの内容 猶予期間 提 ，出期限 ..1

①普通用貯金などへの給与 昭和63年12月3IHH' 昭和問月l日以f車両t紘 1
仮込や利子町並替、キャァシ ffill入れをする日

ニレカードなI'I:lる頂付入れ

②定期預貯金なEのいわゆ 昭初65年12月318;11' 昭事166年1f131日又は閑円

畠自動継続じよる預け入れ l日以後最初に預11入れを

(I回目の抱位聞人に胆る} する日のレずれか早t町日

③普通煩貯金なEから定期 昭和63年12月31日;11' 昭和64年1月1日以後最初に

問貯金なrへの自動振岱に 聞け入れをする日

よる聞け入れ

(;三}公社慣などの有価証券や合同軍用信託についても.上舵に事じて取り狙われま℃

0昭和60年12月31日現在て預貯金の残高がい、非課税RT蓄

申告書li、自動的に無効となります。

ができる書類の提示は必要ありません。
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新
A
Q
宮 員 の -園。

、- 紹 介 自昭和60年 4月1日

歪昭和61年12月31日

、F

法 人 名 代表者名 所 在 地 業 種 電 話

陶丸 美商事 腰塚耕一 原町田 1-8 -24 不動産業 27-6 4 3 8 

鮒 メ カトロ企画 木本軍生 " 2-4-3 コンビュータ一入力 22-0 0 1 0 

陶アルファ電設 稲福政英 " 2-6-6 電気設備工事制御盤 23-4 3 5 3 
備7オ カ ダ

岡田 志 " 2 -22-7 OA機器・販売 26-6 1 0 4 オーエーシステム

揃 寄k 磨 キト 泰明 " 3 -3 -25 サービス業 22-3 7 3 1 

備 大 樹 大桃キヨ子 " 4-1-9 飲食業 28-8 6 5 8 

(布ジョイフル 青山 史治 " 
4-2ー14

医療用具販売 27-9 0 9 0 ミサワピル

陶コスモビューティー 原田敏行 " 4-3-6 美容室 25-5 8 8 0 

側嵯峨野商事 保田 豊 " 4-18-23 不動産業 23-9 6 2 9 

U掬 力 坂口 力造 " 4 -20-18 不動産賃貸業他 22-2 6 5 5 

期太 田 送 業 太田 則夫 " 4 -24 
コンクリート圧送業 23-8 7 4 5 -30-505 

鞠インテリジェント
前津 豊 " 5 -3 -10 コンビューターソフト

22-9 0 3 0 サ イ コ二 ン ス 第二飯田ピル4F ウェアの設計開発

成 光 電 子側 田牧寛一 " 5 -3 -10 通信システム設計・
27-2 2 0 1 第二飯田ピル 検査の保守

陶ホンダ二販 高橋孝一 " 5 -3 -14 ホンダ車・オートパイ販売 22-0 1 1 5 

徳誠商事帰 富田 哲夫 " 5-5-2 不動産業 29-2 0 1 0 

樹 ア lレ 池田 宝 " 5-5-2 
欽食業 23-2 2 2 3 一 老沼ピル 1F 

明光証券鮒町田支庖 コ谷克己 " 6-3-8 証券業 23-8 7 8 1 

帰 福 森 福森大蔵 " 6-11-7 コンビニエンスストア 22-9 6 6 7 染物取次業

(布シン ト ク 商 事 伴野信行 " 6-11-7 麺類製造販売 26-2 4 1 7 

安田火災海上保険鮒 人見克之 " 5-5-11 損害保険 26-2 6 1 1 

多 摩不動産鮒 森町三之助 中町 1-2 -2 不動産業 29-0 5 6 8 

側町 田 総業 唐木淳次 " 1-7-12 不動産業 23-8 2 9 1 

陶 遊 来 館 山下 見事 " 1 -15-9 貸本 22-8 3 6 4 

偏東日 本 リ ビ ン グ 杉本通彦 " 1 -28-20 
建築業 27-6 6 8 1 天野ピル

側日旺 テ ク ニ カ 篠村啓明 " 1 -28-22 金型製品製造販売 23-8 8 2 1 

鞠 昭 電 社 荻津昭彦
" 1 -30-15 

電気部品販売 27-1 3 4 4 木村ピル 2F 
東京海上火災保険糊

吉永康章 " 1 -28-2 損害保険 23-2 6 2 3 町田支社
興亜火災海上保険鮒

高橋隆雄
" 2-4-19 

" 22-4 9 5 8 町田支社 朝日生命ピル
掛 大 正 堂

渋谷栄二 森野 1-13-14 保険代理業 28-1 5 1 1 エージ ェ ン シ ー

日本収納システム胸 " " " 
可変動収納 28-1 5 1 1 家具システムの製造販売

陶 伊 勢 伊勢房子 " 1-27-13 健康食品及ぴ浴剤の販売 23-7 1 8 5 

胸高原書庖 高原 坦 " 1 -37-1 古書庖 25-7 5 5 4 

、，
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法 人 名 代表者名 戸 在 地 業 種 電 3舌

(郁白ワイティー企画 小野寿子 中関Tl-37-1POPビル 飲食業 22 -9 8 7 7 

ポーラ化粧品多摩西偶 木下豊子 11 2 -4 -12 化粧品販売 28-5 8 6 8 

坂見測量掛 坂見博俊 11 2 -7 -18 浪IJ量 28-6 3 3 3 

(布フジ電工社 藤巻 賓 11 2 -13-25 電気工事業 22 -9 3 8 8 

掛サンプライト 木口 容子 " 2 -25 -9 不動産業トウカイ 7 チダビル

M -員p又c 言十 備 与座正勝 11 2 -26-16 機械設計 23一7591 

リソー工業陶 多羅尾克邦 " 4-15-12 御売業・製造業 23 -0 9 5 1 

備7サンイチ
北沢哲夫 11 4-15-12 機械設計 23-3 1 1 8 

エンジニアリング

骨剰 メ デ イ ア 関口 英雄 11 4-17-11 事務機・事務用品他販売 26-4 1 0 9 

胸東京レンズ光学 勝井俊夫 11 4 -17-16 眼鏡卸し 28-9 4 2 4 

陶和光ハウジング 吉田 1ιI品、 - 11 4-17-16 不動産売買仲介業 22 -3 5 3 0 

‘' 冊サンパーツ 平野秀明 " 5-21-1 電子機器 29-0 0 3 8 

陶渋谷グリーン 渋谷 i前 " 5 -22-1 不動産管理 23 -4 0 4 1 

(和美智モータース 奥山 俊昭 11 6 -23 自動車販売・修理 27 -1 5 3 1 

東 京建材鮒 手澗 繁良 11 6 -358 -3 建材業 28-0 4 0 1 

陶 メ lレ J¥ ン 中島 貞雄 11 6 -360-4 趣味・雑貨小売 27 -2 2 1 1 

日本信販側町田支庖 樫村一心 11 1-13-14日本ビル 総合信販業 26-3 1 1 1 

栄和住宅掛 牛嶋正治 旭町 1-7 -5 不動産取引業 23-9 0 2 1 

側日本エンゼル 小林恒春 11 1 -7 -5 貸庄舗・貸家 29 -5 6 0 3 

陶カケノ電子 掛野 東 11 2-4-4 光学測定器製造 22 -0 5 6 9 

菱和 商事掛 田中 聴輝 本町田1527-24 電機・機械・機器の販売 25 -5 5 8 5 

二輝測量嗣 吉田 明 11 1760 -5 測量 25-5 1 8 1 

(朝サンファーマ コ木秀隆 11 1833-4 医薬品の販売 28-9 7 7 3 

(布 飛 ，鳥 中林誠一
2533 

自動車売買 92 -2 5 8 6 11 木曽団地ハ12-402

‘' 陶大道具石井組 石井 君同主3 11 2577ホー25-402 大道具セット 92 -2 3 9 1 

平 本実業側 平本 賓 11 3069-1 不動産賃貸業他 22 -2 3 9 7 

陶オフロード 木本速正 11 3454-24 広告企画・制作

(布広伸運輸 伊藤治雄 " 3486 運送業 25 -6 4 3 7 藤の台1-4-203

( 布旭屋 書房 赤川 正雄 11 3486 本・文房具・タバコ 25 -'-2 7 4 9 藤の台ト51-10

(布 お お ら 倉田 正美 玉川学園 2-6-6 中華料理 25 -2 0 4 5 

側ナテックス 臼倉 陽子 11 3 -18-4 電気設備の設計 28-7 1 7 2 

(布竜鉄也音楽出版 田村鉄之助 11 3 -18-1 

陶ロマン企画 大森俊治 11 4 -16-46 出版・編集
26-9 7 5 6 デザイン・イラスト
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法人名|代表者名|所 在 地

応 軍 側|大橋 尚 |玉川学園 5-24-49 

?チ:ラニシ2テ2|野村 隆 子 " 7-5-2 

業 種

コンビュータ ー
ソフ トウ ェア開発

電話

28-8 7 3 2 

大恵商事側|池田典夫 " 8 -1 -14 貿易 28-6 2 3 6 

側皇漢医薬化学研究所 l河村幸一郎|南大谷804-20

遠藤建設工業側| 遠 藤 次 雄 " 1402-12 

鮒ソフトランドジャパン|辻 誠一" 1429-1 

岡村 インテリア |岡村 吉一 " 36-8 

陶精美設計事務所|中島 巌 |金森379-5 
I ， .~ "，0<. I 精美金森ハイツ

側宝電設|大重健一 I" 436 

鮒大和建設|大音保資 I" 586-3 

(初 東南ゴム 1;富山 三行 I" 1164 

丸忠 建設 側 |丸山忠国 I" 1728 

(朝セレ モニ ア東武|桜間啓子 I" 1728-105 

東栄自動車工業嗣|大沢日出雄 I" 1350 

側セ イ ワ IUJ崎 正之|小川 1-28-8 

日本 美健(却|平井清広 I" 2-8-2 3-401 

(旬シルクロー ド|細野俊光 I" 1522 

側サン システム|江口喜美子 I" 1417 

(伺リバーフィールド|川原 啓子|つくし野 1-11-5

側エクセンス|小 鳥 井 通 雄 " 2-21-2 

側ぽけっとキッド|松沢征一

鮒 鈴 鋼|鈴木弘一郎

鮒松田商事|柿並 富 士 夫

" 

" 
" 

2 -26-13 

2 -30-29 

3 -2 -19 

側ガスアンドシステム|大森 一夫|鶴間681-4 

側 八 朗平 |井上 真一 I" 1202 

陶 l"T 栄商事 |加納鹿子 I" 1486-6 -602 

(朝 山 田製作所|山 田

(却 中 屋 敷 工業|原

(朝ハ ヤ シ 設 備 |林

貴雄

信弘

茂

" 1880 

成瀬1152
成瀬団地6-8-11

成瀬1152
都営成瀬6-602

(有)シミズクリーニング|、清水 博三 I" 1399-5 

(相成瀬ハウジング|田板健之助 I" 1600-20 

(布横浜屋酒庖|井上安夫 I" 1600-47 

陶大むら|中川 勝也 I" 1646-35 
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医薬品製造販売

建築

コンビューター
プログラムの制イ乍

室内インテ リア

建築設備設計

電気通信工事

不動産業

26-7 0 8 7 

29 -0 2 6 2 

25 -6 4 7 0 

25-6 3 2 3 

23-4 6 5 4 

27 -1 7 9 8 

工業用ゴム製造 ・販売 I96-3 8 7 0 

建設業 I 96 -8 4 5 2 

葬儀互助会員の募集 I 95-6 2 7 7 

自動車整備

子供服小売

健康器機・販売

レストラン

電気機械製造

96 -2 3 3 8 

95 -1 7 5 5 

95-0 0 3 6 

95 -5 5 1 0 

電算機及び不動産賃貸業 I95 -7 9 0 0 

ベビー子供服製造却業 I95 -3 9 4 3 

ベビー子供服雑貨小売 I96 -7 8 6 9 

鋼材販売 I 96-5 3 3 7 

弁当 ・飲食

半導体製造関連装置製造

43-8 6 6 8 

95 -4 6 2 1 

ビル賃貸及び管理 I 95一o1 7 9 

冷凍機器の企設計他 I 95 -5 7 3 3 

合成樹脂

車両塗装

空調設備工事

クリーニング業

不動産取引業

酒類小売業

日本そば

25 -7 7 2 8 

25 -2 6 1 8 

26 -3 2 0 9 

96-1 6 3 1 

96 -8 3 3 2 

96 -5 0 7 0 



法 人 名 代表者名 所 在 t也 業 種 電 Z古

梅原 電 設掛 梅原 節夫 成瀬1650-40 電気工事 96-2 3 7 1 

ダイニチ食版鞠 村山 安博 成瀬台 3-22-15 食肉等販売 29-3 8 3 5 

帰 ア フ キ 荒木贋次 " 4 -21-30 不動産業 23-2 1 5 0 

備)ジャパン・コピア・サプライズ 鳥居建一
南成瀬 1-2ー1 事務機器及び医療機器販売 23-4 5 8 0 

-606 

共 栄金属鮒 中日 陽一 " 
1 -2 -1 

鋳鉄製造 29-4 5 6 6 1 -602 

側 栗 原 栗原 信平 " 1 -4 -6 酒類販売業 27 -2 6 5 5 

備)成瀬シティーサービス 木目田 Iじ " 1 -23-1 不動産の貸付・等理 23-4 0 0 6 

鮒都市開発研究所 村ー田 ヒテ' " 4-7-4 レストラン・喫茶 23-2 9 8 8 

。骨ジー・エス・エンジニアリング 大森一夫 " 4 -21 ~ 3 半導体製造装置の製造 28-9 6 4 1 

側松見商事 松見法広 " 5 -20-4 自動販売機設置修理 28-7 7 6 3 

アップル商事側 山内 晴夫 " 5 -32-12 手芸庖 26-8 2 2 8 

側 日 装 富田 容弘 " 6ー17-4 任宅クリーニング 28-8 2 0 9 成瀬ロイヤ/レハイツII-)-D

側イーアンドエム研究所 宍戸 剛敏 1/ 7 -15 -1 電子設計 29-5 0 7 4 

側 コ二 /レ ノf 片岡 義明 " 7 -16-5 
コンビューターソフトウエア開発 29-4 1 6 2 グリーンポート305

嗣アイコーホーム 笠原 尚 " 6 -17-6 22-2 4 0 1 

美山エンジニアリング株 菅又 崇 高ヶ坂45-3 土木建築 28-1 8 0 2 

( 布松尾工事 松尾 陽一 " 57-2 建設業 26-9 2 2 2 

側神 原 建設 神原 一男 " 242 -15 建設業 28-4 4 0 0 

(布 中本 建 タバ企ム，、 林紀一郎 " 391 ガラス・サッシ 96-1 2 2 2 

( 布河田工務庖 河田恒男 " 439-4 建築業 26-2 7 6 0 

(郁 た ち 樹 葛西一男 " 533 28-7 6 8 3 

ゴ和技 研 鯛 清水聖勝 1/ 600-3 工業用電子計測器製造販売 26 -9 6 2 1 

(却コ橋美容室 ゴ橋義勝 " 1420 美容室 26-4 3 4 7 

側 ム フ サ 村里安彦 1/ 1844 B -633 石油製品の輸出入 22-8 6 1 0 

側丸一タイル工業 前川 彰一 野津田町496-5 タイル工事業 34-3 1 3 3 

東京臼杵運送鮒 足立馬風 小野路町1730-1 運送業 34-3 1 0 1 

陶高橋住建 高橋英雄 " 2009 建築業 34-6 4 6 3 

京芝 電通側 永田 義信 大蔵町3034 通信機器一般 34-4 7 1 1 

深沢産業側 深沢明紀夫 " 222 -3 木造建築 34-4 0 6 0 

(布 つ lま き 高崎正夫 鶴)115-12-11 化粧品販売 35-3 4 8 5 

附エ フ ィ ー シ ー 藤好幸夫 二輪町234 7イクロコンビューターシステムの
044-988-7889 設計製造販売及ぴ付帯業務

仲尾 建 材 興 業 鮒 仲尾郁夫 " 466 残土・砕石運搬一般土木業 044-988-4102 

(宗) 品 蔵 寺 新山 尚光 " 1739 宗教活動 044-988-2585 

‘' 
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j去 人 名 代表者名 所 在 地 業 種 電 E古

(旬イワツキ製作所 磐槻有l夫 広袴町554 電線圧着加工業 35-6 1 9 4 

側近代建築デザイン 古沢安雄 能ヶ谷町275-1 建築設計・建築デザイン 23-7 3 3 8 

陶新教育ゼミナール学習館 横山 忠男 " 1107 学習塾経営 34-5 3 2 0 

制 アサオ電子 折笠朝男 木曽町843-44-109 計測器製造 91-6 8 4 7 

(制 メ /レ 〉〆 中前勝義 " 1097-5 製パン販売 92 -2 5 4 8 

(布 八 明 商事 八木 明 " 1106 91-3 0 8 4 

(制 藤 -品又yし 自蒲 斉藤 勲 " 1210 空調設備工事 93-2 3 3 0 
イ12-112

伯j 創栄工業 木村修二 " 1263 配管設備 28-9 6 2 4 

側新日本設計
小野 勉 " 1721 土木設計業 92 -2 6 7 5 コンサルタント

側 、ソ カ サ 庄司 藤雄 " 534 -1 -6 建築業 24-7 2 5 1 

(制 上園 加工 上薗 有孝 " 
1248-1 

電気・電子機器組立・加工 93-2 6 2 8 イ-26-202
(布 市町村企画

野村徹也
山崎町19G4-5 

都市計画コンサルタント 92-4 4 9 7 'tI'i 報研究所 1 -9 -40G 

、v
(有1ア ス ア iλ 青木大次郎 " 山崎[-t1地

放送用マイクロホン他販売 91-9 3 8 0 4 -10-103 

(旬則 田 平日 裁 前田 盛 忠生 2-15-132 平日服縫製指導 93-5 5 5 5 

(印藤 田 工業 藤田 直二 " 2 -15-150 鋼製建具建築金物 93 -5 0 5 1 

側北村商事 北村文夫 " 2 -33-7 不動産売買仲介 93-0 2 4 8 

三光美装鞠 小)11 光 下小山!:I 1~lf2284 解体工事草刈等 91-0 3 4 9 

(初松本建設 松本重雄 I2'Is市町434-2 建設業 92 -0 7 4 1 

(旬市川 企画 市)11 賢 " 1682 ゴルフ練習場 91 -1 1 6 1 

(旬矢部産業 鈴木喜市 矢部町2660 金融その他 97 -2 6 5 0 

常盤不動産制 中嶋 IIi{二 常盤町3166 不動産取引業 97-2 1 7 8 

(知山[l設計事務所 山口 諌二 担岸町119 設計業 92 -7 6 9 1 

佐野ハウジング鞠 佐野 i羊 相原町1158-12 不動産業 74-1 7 7 7 

、， (布坂井染織 菅沼睦夫 " 1725 呉服・京染小売 72-3 8 4 5 

側チ ェリーランド 桜井寓次 " 4712 |主|芸 82-5 9 6 3 

(制松井建設興業 松井衛司 小山町207 土木・建設

( 知 小峯電業社 小峯 弘明 " 280 電気工事業 97-1 1 4 0 

テニスピア・ジュン 杉山 手11利 " 747 テニスクラブ経営 97-2 8 4 9 

側ピ ューマオート 坂倉一彦 " 787 中古車販売等 97-4 4 7 6 

(制 寿 貢] 正 佐藤行コ " 1152 寿司・飲食販売 97 -3 6 3 3 

(有7ケントクラブ 山口 謙一 " 171 医療器販売 97-7 0 9 2 
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⑨ 編集後記⑩

〈法人会活動に、会員のご意見、ご要

望をお聞かせ下さい〉

今回の会報は、昨年中秋から初冬にかけて活発

に開催された研修会、合同講演会の内容を中心に

参加出来なかった当会員のため編集致しました。

厳しい経済環境下に少しでも会員のメリットにつ

ながることと確信しています。文今後会報への記

事、又は編集等にご意見、ご希望がございました

ら法人会事務局までどしどしご連絡下さい。

広報委員会一

会費納入についてのお願い i 
- 当法人会も会員の皆様のご理解あるご協協J力のお刺l陰塗にて会員も大変に多くなりました、ありが 1 
; た以く、 j深駅架駅く!感菅惑寄」鍛謝献致し口てお削りま討す。Aそれ川lにこと凶もなわか机しい仏当¥、 地糊域が柑広範細囲の悦ため、 会錯費の哨徴収肋方法配と致 ; 

i しまして前々から多数の会員の皆様にご↑協協S易J力頂いております三井フアイナンスによる会費の E 

! 引落し、 また、 当会取引金融機関へのお振込みの方法に切換えて項き事務処理の簡素化にご i 
i 協力下さるようお願い致します。 ~
i なお、地区役員が直接集金にお伺いする場合もございますので、その節は何卒よろしくご i 
i 協力のほど重ねてお願い致します。

法 人 会 会 費 振込先金融機関 i 
i l 取引先銀行名 | 預金種類 | 底番号 | 口 座 番 号 l i 
~ 横浜銀行町田支庖 | 普通預金 931013854 
I 富士銀行 。 / / 266 539960 

i |住友銀行 。 I ク 252 967 1 9 ~ 
! 三 井銀行 ク // 178 4192930 ! 
i |三 菱銀行 。 I ゥ 228 444 0 2 8 2 

~ 安田信託 銀 行 町 田 支 庖 | ク 3 8 6 0 2 3 2 0 

! 八千代信用金庫町田支庖 | ク 1 0 0 1 640 1 1 I 
東京都民銀行玉川学園支庖 | ク 06003  1 3 3 2 8 

東都信用 組合 | ク o 5 4 9 1 9 1 ~ 

i 協和銀行成瀬支庖 当座預金純一肌931 i 
F 八千代信用金庫南町田支庖 普通預金 29-0157972


